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Ⅰ．復興計画の策定にあたって

１ 計画の趣旨

平成23年３月11日、東日本沿岸地域を襲ったマグニチュード9.0を記録した『東北地方太平洋

沖地震』とそれに伴って発生した津波やその後の余震により引き起こされた『東日本大震災』は、

東日本の広範囲にわたり未曾有の被害をもたらしました。

この東日本大震災の経験は、私たち日本人の意識の奥底で大きな変革をもたらしています。それ

は、生命の尊厳を自覚し自ら守らなくてはならないこと。畏敬の念をもって自然災害と共生してい

かなければならないこと。そして、災害時には地域社会に参加し共に生きていかなければならない

ことなどです。国内で最大規模の液状化被害を受けた浦安市も、決して例外ではありません。

本市では、幸いにも人命を失う被害はありませんでしたが、特に、地震に伴う液状化現象と地盤

沈下により、道路や上・下水道などの都市基盤施設や公共建築物に甚大な被害を受けるとともに、

民間宅地においても地盤の沈下、家屋の傾斜、敷地内の設備配管の寸断、泥水の噴出など、かつて

経験したことのない被害が発生しました。

また、震災後の上・下水道の使用停止、計画停電、燃料や物資の供給不足などが、市民生活や産

業活動に大きな影響をあたえるなか、市民、地域コミュニティ、事業者、行政などが協力し、広域

的な応援を得ながら応急対応・復旧活動に取り組んできました。

本市では、平成23年 9月 11日に定めた「復興に向けた基本方針」でこれから本格的な復興を進

めるにあたって、第１に、この被災の経験を市民全体で分かちあう心を持って、地域コミュニティ

が主体となって市民同士が連携し、また行政と協働して、これまで以上により良い暮らしの場へ生

まれ変われるよう、すべての市民力を結集させて復興をめざしていくこと、第２に、液状化に対す

る適切な対策を示すことで、被災した多くの市民はもとより、すべての市民に対して明るい未来と

希望を示していくとともに、物理的な安全と人と人との関わりから生まれる安心感で築ける、より

豊かで幸せな暮らしの姿を示していくこと、の２点が重要であることを明示しました。

「浦安市復興計画（以下「復興計画」という。）」の策定にあたっては、この基本方針を踏まえ、

市民、地域コミュニティ、ＮＰＯ、事業者（産業界）、行政、有識者・専門家など、本市のまちづ

くりの担い手となる様々な人・組織の英知を結集し、国や県、関係機関との連携・協力のもと、市

の総力をあげて復興に取り組むための共通の指針として、また、復興に向けた様々な施策・事業を

各主体が連携して、総合的かつ計画的に実施するための計画として策定するものです。
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２ 計画の役割・性格

復興計画は、学識経験者や関係団体からなる「浦安市復興計画検討委員会」の知見や提案のほか、

ふるさとづくり推進協議会を母体とした「ふるさと復興市民会議」の提言をはじめ、市民意識調査

などの各種アンケートやヒアリングを実施し、本市のまちづくりの担い手となる様々な人・組織の

意見・提案を反映させることに努めました。

また、過去に類を見ない液状化被害に立ち向かうため、地盤工学会・土木学会・日本建築学会の

協力を得て、三学会合同による「浦安市液状化対策技術検討調査委員会」を設置し、本市の地盤特

性の把握や将来発生する地震動における液状化危険度マップの検討・作成をはじめ、都市基盤施設

や住宅・宅地の液状化対策に関する調査・検討を国や県に先駆けて行いました。

復興計画は、こうした様々な英知を結集することで、液状化対策を基軸とした安全なまちづくり

と、人と人の絆が織りなす安心なまちづくりを基調としながら、今回の震災で得られた教訓をバネ

に単なる震災復旧に止まらず、今日の浦安の抱える課題を解決しつつ、新たな都市や地域の魅力と

価値の創造をめざして取り組んでいくため、以下のような役割・性格をもつ計画として策定します。

○復旧・復興のための行政計画

○被災者の自立復興支援のための計画

○国・県などの関係機関に対しての復旧・復興事業の推進や支援などの要請

○浦安市の新たなまちづくりの方向性を示す計画
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３ 計画の位置づけ（浦安市基本構想・基本計画との関係）

本市では、「浦安市基本構想（目標年度：平成 32年）」で掲げられた『人が輝き躍動するまち 浦

安』の実現に向けて、平成 20年に策定された第２期基本計画（目標年度：平成29年度）を最上位

計画として総合的なまちづくりに取り組んできました。

一方、今回の震災による本市の被害は甚大で、震災からの復旧・復興にむけた取り組みを緊急か

つ優先的に進めていく必要があることから、被害の早期復旧にむけた施策や震災を教訓として強化

又は付加すべき施策を総合的に組み立て、第２期基本計画を補完する計画として復興計画を位置づ

けます。

なお、復興計画の策定を踏まえ、都市計画マスタープラン、地域防災計画、環境基本計画などの

諸計画を見直すとともに、実施計画との連動を図りながら進めます。

【浦安市基本構想・基本計画との関係】

基本構想（市政運営の基本的な指針）

『人が輝き躍動するまち・浦安』

浦安市が目指す

総合的なまちづくりの計画

基本計画

基本計画と一体となって東日本大震

災からの復旧・復興を進める計画

復興計画

・復旧・復興に向け

新たに打ち出す考え方

・基本計画を充実・発展させる考え方

・復旧・復興を進めるうえで

優先される事業

などを盛り込みます

関連するさまざまな計画

都市計画マスタープランや環境基本計画

地域防災計画など、関連する計画を見直し、

復旧・復興事業を位置づけます。

関連計画

◎迅速に進める事業

◎計画的・段階的に進めていく事業

実 施 計 画（計画的な事業実施のための短期計画）

新たなまちづくりへの取り組み



4

４ 計画期間

復興計画の計画期間は、本市の基本構想の目標年度である平成32年度を目標とします。

当面３年から５年程度で被災した道路や上下水道などの都市基盤施設などの本格復旧に向けて

集中的に進めます。また、本格復旧への取り組みを軌道に乗せつつ、新たな魅力と活力ある浦安と

して再生・創生していく取り組みをあわせて進めていくこととします。

また、復興計画で取り組む施策や事業のうち、10年を超えた長期にわたる取り組みが必要なもの

については、実施計画の見直しとあわせ復興計画の成果や進捗の検証・評価を行い、次の基本構想・

基本計画に引き継ぎます。

なお、復興計画には、策定以前から取り組まれている復旧・復興に関する施策や事業を含めるこ

ととします。

年 度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

基本構想

基本計画

実施計画

中期

（第２次）

後期

（第３次）

復興計画

復旧期

再生・創生期
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Ⅱ．地震及び被害の概要と復旧の取り組み

１ 地震及び被害の概要

（１）地震の概要

平成23年 3月 11日 14時 46分、三陸沖を震源とするマグニチュード（Mw）9.0の東北地方太平

洋沖地震が発生し、本市においても震度 5 強を観測した。また、本市に到達した津波の高さは、

日の出護岸付近で約１.0ｍ、猫実排水機場で約2.1ｍが記録されている。本震は、地震の継続時間

が非常に長く、このことから本市では、広範囲にわたり大きな液状化の被害を受けることとなり

ました。また、本震の29分後に Mw7.7 の最大余震が発生しており、余震の影響により、さらに大

きな液状化被害を受けることとなりました。

本震 最大余震（平成23年6月11日現在）

震

源

要

素

お

よ

び

震

度

分

布

発震時刻：2011年３月11日14時46分18.1秒
震央地名：三陸沖
震源位置：北緯38°06.2′東経142°51.6′

深さ 24km
規模（マグニチュード） ： 9.0

（Mwモーメントマグニチュード）

発震時刻：2011年３月11日15時15分34.4秒
震央地名：茨城県沖
震源位置：北緯36°06.5′東経141°15.9′

深さ 43km
規模（マグニチュード） ： 7.7

（Mwモーメントマグニチュード）
最大震度 ：震度7（宮城県栗原市築館）
浦安市猫実：震度5強

最大震度 ：震度6強（茨城県鉾田市当間）
浦安市猫実：震度5弱

出典：気象庁，災害時地震・津波速報 平成23年（2011 年）

東北地方太平洋沖地震，災害時自然現象報告書2011 年第 1号，平成23年 8月 17日
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（２）被害の概要

東北地方太平洋沖地震とその余震により、埋め立てにより造成された中町・新町地域を中心に市

域の 86％にもおよぶ範囲で地盤の液状化現象が発生し、多くの場所で土砂の噴出や地盤沈下が発

生しました。

幸いにも、死者など重篤な人的被害はありませんでしたが、液状化に伴い、道路、公園、上下水

道をはじめ、電気、ガスなどの都市基盤施設が被害を受けるとともに、住宅地では、戸建住宅が沈

下や傾斜の被害を受けたほか、集合住宅では、杭の抜け上がりや敷地内のガス、電気などの設備が

損壊するなど多くの被害を受けました。

液状化した範囲を本市の都市構造からみると、住宅地である中町・新町地域のほか、鉄鋼流通基

地を主体とする工業ゾーン、本市の観光の中核を担うアーバンリゾートゾーンの２つの産業ゾーン

となっています。

浦安市における液状化発生の範囲

※1人口及び世帯数は、平成23年２月 28日現在の住民基本台帳と外国人登録台帳を基に算出した。

※2被災者数及び被災者世帯数は、平成23年２月28日現在の住民基本台帳と外国人登録台帳を基に算出した。

※3航空測量で作成した地図からコンピュータ処理により算出した。

人口※1 １６０，９４８人

世帯数※1 ７０，９３３世帯

市域面積※1 約１，６９８ｈａ

被災者数※2 ９６，４７３人

被災世帯数※2 ３７，０２３世帯

液状化面積※3 約１，４５５ｈａ

東日本大震災による被害の概要

東日本大震災直前の浦安市の概要



7

１）噴出土砂・地盤沈下

液状化に伴う噴出土砂や地盤の変動は、今回の地震による本市の被害の大きな特徴とな

っています。

液状化に伴う噴出土砂は、道路の通行障害を招き、下水道管などへの流入により管の閉

塞を引き起こし下水道の使用制限を招いたほか、噴出土砂の処理は、ライフライン施設な

どの復旧作業への支障となり、高齢者世帯などでは宅地内の噴出土砂を自力では処理でき

ないなど、直接的、間接的にさまざまな問題を引き起こす要因となりました。

噴出した土砂は、現在、一時的に日の出及び千鳥地区の公園予定地に仮置きされていま

す。また、今回の地震では、液状化に伴う地盤沈下や側方流動による被害も発生していま

す。地盤沈下に伴う道路の不同沈下は、降雨時に大規模な道路冠水を引き起こすほか、住

宅敷地の沈下は、道路から宅地への雨水の流入、浸水などといった被害の原因となってい

ます。さらに、液状化に伴う側方流動により、道路や公園の地割れが発生したほか、道路

と宅地の境界のずれも発生しています。

２）住宅・宅地の被害

液状化現象による被害は、住宅・宅地にも及びました。

中町・新町地域の多くの戸建住宅などでは、液状化による地盤沈下により建築物の沈下

や傾斜を生じる被害がありました。また、家屋の沈下傾斜とともに、敷地内に噴出した大

量の土砂が敷地内の排水設備に流入するなど、設備配管にも被害が及びました。

大規模な集合住宅では、建築物本体に大きな被害は発生しなかったものの、建物周辺の

地盤沈下により出入り口などに段差が生じ、ライフラインが切断されるなどの被害が発生

しました。

３）都市基盤施設の被害

今回の震災では、中町・新町地域の液状化現象により、都市基盤施設が被害を受け、発

災直後の応急対策活動や市民の避難行動をはじめ、震災後の市民生活や産業活動に大きな

影響を及ぼしました。

● 道路・橋梁

シンボルロードなどの幹線道路では、車道部の舗装路面にひび割れや隆起、陥没などの

路面変状が生じ、こうした被害部分から大量の土砂が噴出し、一時的に通行障害が発生し

ました。また、歩道部は舗装の隆起・沈下による損傷が大きく、マンホールなどの地下埋

設物の浮きあがりなども生じました。生活道路でも舗装路面のひび割れ、沈下、陥没、せ

り上がりなどの路面変状が生じて大量の土砂が噴出し、宅地との段差が生じた箇所もあり

ました。

車道橋では、落橋や取付部の段差など、通行止めとなるような被害はありませんでした

が、一部の歩道橋では、取付部に段差が生じたため、通行止めとなりました。
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● 下水道

液状化による噴出土砂が汚水の管渠やマンホールに流入したことで、下水管の管渠の閉

塞を引き起こし、下水道の使用が制限されました。道路上に噴出した土砂の撤去や閉塞し

た管渠などの清掃に予想を超えた期間を要することになったことから、応急復旧に時間が

かかり、給水やトイレ、入浴など市民の生活に様々な支障をきたしました。

また、公共施設の再開の遅れや産業活動においても営業・事業継続が困難となるなど、

大きな影響を及ぼしました。

● 上水道

上水道では、管渠や継ぎ手の破損により多くの世帯への供給が停止しました。特に、消

防水利の不足や病院における水不足は、震災直後の医療活動などに影響を及ぼしました。

給水停止期間中は、小学校を給水所とし給水車による給水活動を行いましたが、道路上に

噴出した土砂の撤去に予想を超えた期間を要することになったことから、応急復旧に時間

がかかり、給水やトイレ、入浴など市民の生活に様々な支障をきたしました。また、公共

施設の再開の遅れや産業活動においても営業・事業継続が困難となるなど、大きな影響を

及ぼしました。

● 公園

中町・新町地域の公園では、液状化に伴い土砂が噴出したほか、地盤の沈下、側方流動

により園路や広場における段差の発生や遊具など設備の傾斜・沈下などの被害の発生によ

り使用禁止となった遊具や公園が多数ありました。

特に、高洲中央公園や中央公園に設置された耐震性貯水槽は、液状化による水槽の浮き

上がりや液状化に伴う側方流動による施設損壊のため飲料水の利用ができませんでした。

● 護岸

護岸については、構造物の倒壊などの致命的損傷はなかったものの、日の出地区や舞浜

地区で海岸や境川及び見明川で護岸の沈下や損傷がありました。

● ガス

ガス施設では、低圧管及び継手部の損傷や損傷箇所から液状化した土砂が流入したこと

で供給支障が発生し、多くの世帯への供給が停止しました。供給停止期間中は、広報車に

よる広報活動とともにカセットコンロの貸し出しなどの対応を行いましたが、道路上に噴

出した土砂の撤去に予想を超えた期間を要することになったことから、応急復旧に時間が

かかりました。また、火災発生には至らなかったものの発災直後にガス漏れが発生し、消

防の緊急出動を要するケースもありました。
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● 電気

電気施設では、液状化による道路・住宅の被害が大きい地区で電柱の傾斜・沈下が多く

発生しました。また地中設備についても、液状化及び地盤沈下の被害が大きい地区でケー

ブル・マンホール・ハンドホール・地上機器の被害が集中して発生しました。

今回の震災では、多くの架空線設備が被害を受けましたが、停電に至ったものは地中ケ

ーブル損傷など地中設備に集中しました。これらの地中設備の復旧には相当の期間を要し

ています。

また、震災後の東京電力の計画停電により市民生活や産業活動をはじめ、本市の応急活

動・復旧活動に大きな支障をきたしました。特に、計画停電の実施当初は事業者から正確

な情報が伝わらず、情報が錯綜したため市民に動揺と混乱を招いたほか、産業活動におい

ても事業の継続や復旧に大きな影響を及ぼすことになりました。

● 通信施設

通信施設では、電気施設と同様に液状化による道路・住宅の被害が大きい地区で電柱の

傾斜・沈下が多く発生しました。また、明海、日の出地区の地中設備では、配管がマンホー

ルの接続部で損傷したほか、マンホールも首部、本体、ダクト部でクラックなどが発生し、こ

れに伴いマンホール内への土砂流入も一部で発生しました。地震直後には、東日本一帯で通

信需要が集中したため固定電話、携帯電話ともに通話不能の状態が続き、発災直後の情報

収集・発信に大きな支障をきたしました。時間の経過とともに通信障害は解消されました

が、本市の電話回線は市民からの問い合わせが殺到したため数日間、つながりにくい状態

が続き、これに伴い市への問い合わせを消防に行うものが増えたため、緊急通報にも支障

をきたしました。

４）公益施設の被害

地震による液状化現象が顕著であった中町地区及び新町地区を中心に、小・中学校や公

民館をはじめ、幼稚園・保育園などの公益施設では、基礎杭が地盤支持層まで到達してい

る施設においては、躯体本体部分の損傷がほとんどみられず、多くの場合、安全に使用で

きる状態でしたが、液状化に伴う地盤沈下により周辺地盤と建物本体との間に段差が生じ、

給・排水管やＵ字溝、雨水枡などが著しい損傷を受け使用できなくなりました。また、学

校の校庭や建物敷地内では、液状化現象による土砂の噴出により、避難行動や避難所の開

設・運営を行う際に著しい支障となりました。

５）公共交通の被害

●鉄道

市内に乗り入れているＪＲ東日本京葉線と東京メトロ東西線のいずれの路線も地震発

生後から運転を見合わせ、駅舎や軌道などの緊急点検などの安全確認を実施しました。落

橋や施設の倒壊などの重大な被害は発生しなかったため、一部運休を実施しながらも早期

に運転が再開されました。また、計画停電の開始以降は、節電ダイヤにて運転を継続しま

した。

地震の当日、ＪＲ東日本では運転の見合わせに伴う駅舎の閉鎖により帰宅困難となった
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利用者が駅前広場に溢れ、一部は駅付近の避難所へ援護を求めるものもあり、避難所運営

に支障をきたすなどの状況が見られました。また、市の求めに対し、運行情報の提供には

応じたものの、安全点検・確認の状況や被害の状況などの詳細情報は入手できなかったこ

ともあり、高架橋下やその周辺の道路の安全点検に時間を要することとなりました。

●バス

バス交通は、路線バス、おさんぽバスともに運行ルートの確認のため、発災直後から全

路線を運休しました。路線バスでは当日 21 時頃より一部の路線で臨時運行を開始し、そ

れ以降、安全が確認できた路線より順次運行を再開しました。また、おさんぽバスは、翌

日の始発より通常ダイヤで運行を開始したものの、道路上に堆積した噴出土砂や歩道の損

壊、給油待ち車両の渋滞などが原因で運行ルートの変更を行ったほか、現在でも河川護岸

の復旧工事に伴い停留所の通過もあり、正常運行には至っていません。地震による精油所

の被災で、燃料の供給が滞ったことにより、運行の継続に必要な燃料の確保にも困難を極

めました。
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２ 復旧への取り組み

（１）応急復旧完了までの経緯

市では、発災直後より地域防災計画や行政の災害対応マニュアルである「浦安市地域防災

対応マニュアル」に基づき、浦安市災害対策本部を設置して災害対応体制を構築し、応急復

旧活動にあたりました。また、自衛隊をはじめ、千葉県及び東京都や近隣自治体、協力企業、

ボランティなどの様々な支援を受けながら、市民、事業者、行政など市の関係者が協力し合

い応急復旧を行いました。

こうした初動期の対応から復旧に向けた取り組みを進めていく中で、必ずしも計画やマニ

ュアル通りに円滑な対応ができないこともあり、あらためて多くの課題を認識することとな

りました。

平成 23 年３月 11 日の震災発生から、４月 15 日に被災した都市基盤施設の応急復旧工

事が完了するまでの本市の主な取り組みの概要は次の通りです。

日時 主な取り組みや対応

３月11日 ・［午後２時46分］東北地方太平洋沖地震発生

・［午後３時15分］最大余震発生

・［午後３時50分］浦安市災害対策本部設置

・全小・中学校29か所の避難所開設

（以降、38か所まで増設、3/11夜の避難者数：2,306人）

３月12日 ・建築物の応急危険度調査開始（～３月31日）

・中町・新町地域の各小学校（16か所）に給水所を設置

・自衛隊による給水活動開始

・災害ボランティアセンター開設

（～４月15日、活動件数989件、延8,629人）

３月13日 （政府が東北地方太平洋沖地震による災害を激甚災害に指定）

（東京電力が計画停電実施を発表）

３月14日 ・東京電力に対し抗議の意思表明

・［午後１時］被害状況について市長緊急記者会見

３月15日 （東京電力が市の訴えを受け、浦安市を計画停電実施対象から除外）

３月16日 ・自治会連合会への説明会を実施

３月17日 （東京電力が浦安市全域を計画停電対象地域へ再編入、浦安市で初めて計画停

電が実施される）

３月18日 ・資源エネルギー庁長官に対し、計画停電エリアからの除外を要請

（浦安市で２回目の計画停電が実施される）

３月19日 ・浦安市災害対策本部の要請を受け、市内のホテルなどで入浴などの特別支援

を開始

３月20日 ・老人福祉センターでの入浴支援サービスを開始

３月21日 ・総務大臣へ千葉県議会選挙の浦安市での執行延期を要請

（21日、22日、23日、26日に２回の計５回要請）

・千葉県選挙管理委員会へ千葉県議会選挙の浦安市での執行延期を要請

（21日～24日、26日に２回の計６回要請）
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３月23日 （浦安市で３回目の計画停電が実施される）

３月24日 ・浦安市が災害救助法の適用を受ける（３月11日に遡って適用）

・自衛隊が浦安市での活動を終了

・分譲集合住宅管理組合への説明会を実施

３月25日 ・自治会連合会への説明会を実施

３月26日 （浦安市が災害救助法の適用を受けたことにより、東京電力は中町・新町地域

を中心とした地域を計画停電対象から除外）

・家屋被害認定調査（り災証明調査）開始

３月30日 ・京葉ガス株式会社が応急復旧工事完了

３月31日 ・全給水所閉鎖

・建築物の応急危険度判定調査完了

４月６日 ・千葉県水道局が応急復旧工事完了

４月15日 ・下水道の応急復旧工事完了

・避難所閉鎖（実質的には4/19 完了）
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（２）液状化対策への取り組み

本市では、全国で過去に類を見ない液状化被害を受けましたが、液状化には、いまだ未知

の部分が多く、液状化に対する災害対策や対策技術もいまだ十分に確立されていないことか

ら、本市では、液状化被害への対応について、国や県にさきがけ、いち早く取り組みを進め

てきました。

● 液状化対策技術の検討

液状化への対策技術はいまだ十分に確立されておらず、今後の地震において液状化被害

を可能な限り抑制し、液状化しても被害の軽減や早期復旧が図れるよう、都市基盤施設な

どの復旧や被災した住宅・宅地の復旧、建て替えの際に行う液状化対策の技術的な調査・

検討を行うため、地盤工学会、土木学会、日本建築学会の協力をえて市独自に「浦安市液

状化対策技術検討調査委員会」を設置し、調査・検討に取り組んできました。

● 液状化被害による住家被害認定基準の見直し

災害による家屋被害に対する国の再建支援制度として「被災者生活再建支援制度」など

がありますが、これらは市町村が家屋の被害程度を調査し、認定した「り災証明書」に基

づく被害程度に応じて適用される仕組みとなっています。また、家屋の被害程度の認定は、

国が技術的助言として示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（平成21年６月、

内閣府）」などに基づき行うことになっています。しかし、これまでの住家被害認定の調

査・判定方法は、今回のような液状化による住家被害の実態に即していなかったことから、

被害を受けた多くの家屋に国の支援が十分には行き届きませんでした。

そのため、今回の震災で液状化被害を受けた本市を含む自治体が連携し、今回の液状化

被害の実態を踏まえた住家被害認定の運用見直しを国に要望してきた結果、国による運用

の見直しが行われることとなりました。

● 被災者生活再建支援制度創設に向けた取り組み

国による住家被害認定の運用は見直されたものの、国の「被災者生活再建支援制度」は、

被害認定が「一部損壊」では適用されないことから、本市では、市における液状化被害の

実態を踏まえ、国・県の制度とあわせて、被災した住家の建て替え、補修、地盤復旧など

の工事を行った世帯に補助金を交付する市独自の「浦安市液状化等被害住宅再建支援事業

補助金制度」を創設し、戸建住宅などの被災者支援策を充実を図りました。また、分譲集

合住宅のライフラインの被害に対しても、国や千葉県の制度では支援対象とならないこと

から、ライフライン補修工事経費の一部を補助する「浦安市被害分譲集合住宅ライフライ

ン補修補助金制度」を創設し、被災者の支援に取り組んでいます。
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■液状化対策の主な取り組み

日時 主な取り組み

３月13日 （政府が東北地方太平洋沖地震による災害を激甚災害に指定）

３月24日 ・浦安市が災害救助法の適用を受ける（３月11日に遡って適用）

４月25日 ・災害に係る住宅の被害認定基準運用指針の見直しを求める要望書を千葉県に提出

４月28日 ・東日本大震災による液状化被害への対応に関する要望書を国に提出

７月22日 ・浦安市液状化対策技術検討調査委員会の設置

10月23日 ・液状化被害を受けた茨城、千葉、埼玉県の 13 市が組織する「東日本大震災液状

化対策自治体首長連絡会議」が発足

10月31日 ・東日本大震災液状化対策自治体首長連絡会議が、野田内閣総理大臣へ液状化被害

に対する要望書を提出

11月29日 ・国土交通省において東日本大震災液状化対策自治体首長連絡会議のうち、本市を

含めた9市の首長と国土交通省職員による意見交換会の開催

12月18日 液状化対策技術検討調査に関する市民報告会の開催
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Ⅲ．復興に向けて

１ 復興に向けた課題

（１）液状化対策に向けた的確な取り組み

今回の震災において、本市は想定をはるかに上回る液状化による被害を受け、本市の災害

対策において液状化への対応が基本的な課題であることを改めて認識しました。

液状化による被害は、発災直後の応急対応や市民の避難行動をはじめ、震災後の市民生活

や産業活動に大きな影響を及ぼしました。そのため、本市の安全で安心な暮らしの基礎とし

て、将来起こりうる地震に備えた液状化対策が求められています。

一方、戸建住宅などの小規模建築物の宅地における液状化対策技術は、課題も多いことか

ら、本市では、今後の都市基盤施設などの本復旧、住宅・宅地の再建に際しての液状化対策

について、地盤工学会、土木学会、日本建築学会の協力を得て調査・検討を進めてきました。

これらの検討成果を活用して、今後の震災において液状化被害を可能な限り抑止し、液状化

しても被害の軽減や早期復旧が図れるよう、技術的、財政的な観点から有効な技術手法を検

証しつつ、対策を講じていく必要があります。

（２）大規模災害に備えた対策の強化

東日本大震災では、従来の想定をはるかに超える地震規模や津波により、東日本各地で広

域的・複合的に未曾有の被害をもたらしました。

このことにより、これまでの災害への備えを過信することなく、様々な災害・被害状況を

想定した対応を考慮しつつ、状況変化に対して柔軟に機動的に対応できる災害対応力の重要

性が認識されました。また、災害をハード面の施設整備で制御する防災対策には限界があり、

被災しても被害を最小限に止める「減災」の視点を持って、人命を守ることを重視した多重

の対策を講じていく必要があります。

今回の震災で、本市では幸いにも建物倒壊や火災の発生、津波による被害などは発生しま

せんでしたが、本市の災害対策について様々な課題が浮き彫りとなりました。

今回の震災の被害や応急・復旧活動における課題を検証し、得られた教訓を活かして、今

後起こりうる首都直下地震などの様々な災害に備えた災害に強いまちづくりをハード・ソフ

ト両面から推進する必要があります。

（３）震災復興を契機とした新たな魅力・価値の創生をめざした取り組み

本市は、これまで、東京湾岸ゾーンにおける魅力と活力にあふれた住宅都市として発展し

てきました。旧市街地である「元町地域」と埋立地に計画的に開発された「中町地域」、「新

町地域」の３つの住宅地域、「アーバンリゾートゾーン」、「工業ゾーン」の産業ゾーンのそ

れぞれが個性と特色を持って都市全体の価値を高め、充実した都市基盤施設や公益施設のス

トックは、豊かな市民生活や活発な産業活動を支えてきました。
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さらに、三方を取り巻く海や河川の水辺は、貴重な自然環境資源としてまちの魅力を高め

てきました。

また、本市では、人口の急増に対応してこれまで子育て支援や各種福祉施策をはじめとす

る行政サービスを充実し、住みやすいまちとして評価を高めてきました。

その一方で、都市のライフラインや治水・排水施設、公共建築物の計画的な更新と維持管

理費の増加、さらには、三方を海や河川で囲まれた立地を活かした水辺とのふれあいの強化

など浦安の魅力や価値の維持・発展に向けた様々なまちづくりの課題を抱えています。

また、本市では、新町地域において若いファミリーの増加が続く一方で、新町地域の開発

も最終段階となって人口のピークも見え、中町地域などでは高齢化の進展がみられるなど、

地域社会の構造的課題への対応も求められています。

今回の震災では、まさに、こうした今日、浦安が抱えるまちづくりの構造的課題がクロー

ズアップされる一方で、本市の持つ多様な魅力・価値を再認識する様々な教訓が得られたも

のと考えます。

復興にあたっては、単に震災被害の復旧に止まらず、今日、浦安が抱えるまちづくりの課

題を解決しつつ、新たな都市・地域の魅力や価値の創生をめざした取り組みを持続的に推進

することが重要です。

１）環境と共生した都市・生活システムへの見直し［環境との共生］

今回の震災によるライフラインの被害、また震災に伴うエネルギー不足や物資供給の

途絶などの経験は、ライフラインやエネルギー供給・消費のあり方など、今後の市民生

活や産業活動、まちづくりの見直しが迫られています。

また、今回の震災では、自然に畏敬の念をもって寄り添い、自然の仕組みと共生する

まちづくりの重要性が認識されました。

自然環境との共生、自然の仕組みやまちの成り立ちを考慮した都市・生活システムへ

の見直しが求められています。

２）水辺や地域特性の有効活用［地域資源の活用］

今回の震災では、中町・新町地域の住宅地が被害を受ける一方で、従来の計画的に開

発された戸建住宅地や集合住宅地など地域の持つ魅力が改めて認識される契機となりま

した。さらに、応急・復旧活動を通した地域コミュニティの絆は地域の魅力や価値を再

生し発展させる原動力となることを認識させました。また、震災後の応急・復旧活動に

おいて、今回、大きな被害を受けなかった元町地域の物的資源や地域コミュニティが大

きな役割を果たし、元町地域の価値や魅力が改めて見直される契機ともなりました。

一方、今回の震災を通して、私たちは時に猛威をふるう自然と隣り合わせに暮らし、

三方を海や河川で囲まれた本市の特長を改めて認識する契機ともなりました。

こうした本市が持つ水辺や地域の資源を再認識する中で、地域の持つハード・ソフト

の資源を活かして、新たな地域の価値を創生していく必要があります。

３）地域福祉の基盤の強化［地域コミュニティの強化］

今回の震災では、発災後の避難や生活支援などにおける高齢者や障がい者、こども、

妊産婦、外国人など、いわゆる「災害時要援護者」への対応が課題となりました。ライ

フライン停止時に高齢者世帯などが水や食料の調達・運搬が困難であった、地域の情報
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入手が困難であったといった声が聞かれる一方で、隣近所の励ましあいや助けあいが大

きな支えになったという声があります。こうした経験は、地域コミュニティが持つ絆や

支えあいの力が、災害時はもとより日常的な市民生活において、高齢者などの地域福祉

を支える大きな役割を果たすことが認識されました。また、震災後の関係者の総力をあ

げた保育園・幼稚園や高齢者・障がい者介護施設の早期再開、ＮＰＯやボランティアに

よる支援は、子育て世帯や高齢者・障がい者の日常生活を取り戻す必要不可欠な力とな

ることが認識されました。

地域コミュニティの絆と支えあいを基礎として、少子高齢化の進展に対応した介護・

福祉、保険・医療機能の向上や安心してこどもを生み育てられる環境の一層の充実が求

められています。

４）地域コミュニティを支える人づくり［人材の育成］

今回、かつて経験のない想定外の地震に見舞われ、市民、事業者、行政などのそれぞ

れが必ずしも円滑な行動はできず、災害時の自助・共助・公助における自らの役割や行

動について心構えや習熟がまだできていないことを認識しました。

浦安の魅力・価値の創生を持続的に進めていくためには、今回の震災の経験や得られ

た教訓を風化させることなく後世に引き継いでいくことが重要です。

また、学校教育や社会教育などを通して、本市の災害対応力を強化するよう人・組織

の意識改革をはじめ、地域コミュニティにおける人・組織のつながりを一層強化し、地

域リーダーなど人材の育成や地域コミュニティを醸成することが重要です。

５）産業界の連携による産業活力の向上［産業の連携］

震災後の応急・復旧活動において、鉄鋼団地やアーバンリゾートゾーンの産業界もそ

れぞれの持つ資源を活かした支援活動を行う中で、本市の地域産業としてその存在感を

発揮しました。

また、震災後の広域的な人的・物的資源の応援は、広域的な都市間交流、資源のネッ

トワークを通して、相互の持つ資源の強みを活かした新しい価値創出の可能性をうかが

わせるものとなりました。

元町地域などの地域コミュニティと一体となった様々な個性ある地域産業や地域資源、

鉄鋼団地やアーバンリゾートゾーンといった全国的に展開する産業が持つ広域的ネット

ワークや情報発信力などを連携させ、一体となって浦安の産業・観光を振興し、浦安の

魅力を内外に発信することが重要です。

６）多彩な市民文化の有効活用［市民力の活用］

文化活動やスポーツを通した様々なイベント・祭りなど、震災後の市民、地域コミュ

ニティ、産業界などの交流や行政との協働による交流の取り組みは、市民生活や産業活

動の活力を取り戻し、皆が一丸となって復興に取り組む原動力となる絆を育むものとな

りました。また、文化活動・スポーツを通した浦安の市民文化の持つ多彩な力は、本市

が市民の自主性や創造性を発揮し、個性ある文化をつくり出すことのできるまちである

ことを再認識させました。

本市の市民文化の持つ力とそれを支える文化・スポーツ施設のストックを活かして、

市民の生きがいや地域コミュニティを育むとともに、産業や観光と連携して浦安の魅力
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を内外に発信することも重要です。

７）地域の自立と協働による地域内自治の体制づくり［地域内自治への展開］

今後の首都直下地震などの大規模災害時には、市民、地域コミュニティ、事業者、行

政などの様々な主体が災害時にそれぞれ自立し、相互に補完し合って災害に対応できる

防災体制の確立が必要になると考えられます。

こうした災害時を想定して、平常時には地域における様々な課題の解決や地域価値の

向上に向けて、地域における様々な人や組織が行政と協力して取り組むことのできる地

域内自治体制づくりを進めることが重要です。
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２ 復興の基本方針

今回の震災を経験し、災害の初動期における防災体制の整備や避難所の運営、情報発信、ライ

フラインの機能確保など、本市の災害対策において多くの課題が明らかになりました。

その一方で、長年培ってきた浦安市民の市民力、地域力が、この難局を乗り越える大きな力と

なることも確信しました。

こうした教訓を活かして、今後、復興を進めるにあたって、浦安市民であるという誇りを取り

戻し、浦安市民の知恵と経験を結集し、ピンチをチャンスに変えて「新生浦安」に向けて飛躍す

ること、それが私たちのめざす復興の姿です。

単に震災被害の復旧に止まらず、今日、浦安が抱えるまちづくりの課題を解決しつつ、新たな

都市・地域の魅力や価値の創生をめざした取り組みを持続的に推進します。

（１）市民生活の早期の復旧・再建 早期の本復旧

震災からの復興に向けて何よりも重要な課題は、震災で被害を受けた被災者の暮らしを一

日も早く震災前の姿に取り戻し、市民一人ひとりが安心感を持って暮らせるようにしていく

ことです。被災した住宅・宅地の早期再建のみならず、こころや体へのケア、健康維持を含

め、一日でも早く安心できる暮らしができるよう、被災者を総合的に支援します。

また、地域コミュニティや産業界など様々な主体による復興への取り組みと連携して、都

市基盤施設や公益施設の被害の本復旧を早期に図ることで、市民生活・産業活動の早期回復

を推進します。

（２）復興の礎となる災害に強いまちづくり

１）減災を基本とする防災の再構築

将来の首都直下地震などによる複合災害の被害を最小限に抑えるため、「減災」を基

調としたハード・ソフト両面からの多重の備えを強化し、防災対策のあり方を再構築し

ます。

２）安全で安心な暮らしの基礎となる先導的な液状化対策

本市の安全で安心な暮らしの基礎として、今後の震災において液状化被害を可能な限

り抑止し、液状化しても被害の軽減や早期復旧が図れるよう、技術的、財政的な観点か

ら有効な技術手法を検証しつつ、液状化対策を講じていきます。

３）災害に備えた市街地の防災機能の強化

様々な災害に備えて市街地特性に応じた防災機能の強化を促進するとともに、災害発

生時の応急・復旧活動や避難場所となる施設については、想定される災害発生時の施設

の安全性確保、ライフライン途絶に際しての備えの強化など、災害時にそれぞれの機能

が確保できるよう対策を強化します。

また、本市の防災拠点として、また、災害時の応急・復旧活動や市民の避難活動を迅
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速かつ円滑に行うことができるよう、市役所庁舎の建て替えと浦安公園の整備に取り組

みます。

４）自立と協働による防災体制の強化

市民、地域コミュニティ、事業者、行政などの様々な主体が災害時にそれぞれ自立し

た行動ができるよう災害対応力を高め、さらに相互に補完し合って災害に対応できる防

災体制とそれを支える情報収集・伝達のしくみを強化します。

また、災害から人命を守るため、素早く危険を察知し危機から迅速に「逃げる」こと

ができるよう、地震による建物の倒壊や火災の発生、洪水・高潮・津波などの様々な災

害被害を想定した避難対策の検証と必要な防災対策を推進します。

さらに、広域的な関係機関との連携による災害時の医療救護体制の強化を推進します。

（３）新生浦安に向けた復興まちづくり

今回の震災で得た様々な教訓を活かし、各種の復旧事業や災害対策の強化に向けた取り組

みにあわせて、浦安が抱えるまちづくりの構造的課題に対応できる新たな都市・地域の魅

力・価値の創生に向けて、次の６つの方向性を重視した取り組みを推進します。

１）環境と共生した新たな都市・生活システムの創生

災害時にもライフラインに頼らず自立した生活や産業活動のできる新しい未来に向け

た浦安のブランディングをめざし、地域の人々が毎日の生活の中で、進んで環境に配慮

し、まちへの愛着を深め、共生できる未来志向のまちづくりに取り組んでいきます。

２）水辺や地域特性を活かした魅力の創生

今後の震災被害の復旧などに際して、地域コミュニティが主体となって地域のハー

ド・ソフトの資源を活かし、まちの景観をはじめ、地域コミュニティの連帯、活力形成

など地域特性や資源を活かして新たな地域価値を生み出す取り組みを進めます。

また、高潮や津波などの水害に備えた治水・排水機能の強化を図りつつ、市民が水辺

に親しみやすい環境づくりや水辺の自然環境の再生など自然との共生をめざして、三方

を海や河川で囲まれた特徴を活かして、水辺の魅力と価値の創生に取り組みます。

３）誰もが住みやすく、住み続けられる地域コミュニティの実現

地域の絆と支えあいによる地域協働の促進により、地域福祉の基盤を充実し、障がい

の有無にもかかわらず、また、若年世代から高齢世代まで誰もが住みやすく、住み続け

られる環境を整えます。

４）防災・環境教育の推進

今回の震災の経験や得られた教訓を風化させることなく後世に引き継ぐよう震災の検

証・記録などの取り組みを進めます。

また、学校教育や社会教育などを通して、本市の災害対応力を強化するよう人・組織

の意識改革をはじめ、地域コミュニティにおける人・組織のつながりを一層強化し、地

域リーダーなど人材の育成や地域コミュニティを醸成します。また、液状化において未
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曾有の災害を経験した都市として、本市のまちの歴史や成り立ち、自然環境特性や地盤

特性などの知識をはじめ、液状化対策技術などの実験的取り組みなど先導的な防災・環

境教育の場づくりを推進します。

５）多彩な産業・観光と市民文化による浦安の魅力発信

元町地域などの地域コミュニティと一体となった地域産業の様々な個性と鉄鋼団地や

アーバンリゾートゾーンといった全国的に存在感のある産業が持つ情報発信力などを連

携させ、一体となって浦安の産業・観光を振興し、浦安の魅力を内外に発信します。

また、文化やスポーツを通じた市民交流が育む本市の多彩な市民文化とそれを支える

文化・スポーツ施設のストックを活かして産業や観光と連携して浦安の魅力を内外に発

信していきます。

６）大災害時を想定した地域内自治体制の整備

今回の震災を経験して、災害時には行政のみでは対応できず、また、災害対応業務と

通常業務を両立させる体制の困難さが認識されました。

市民、地域コミュニティ、事業者、行政などの様々な主体がそれぞれ自立し、相互に

補完し合って災害に対応できる防災体制を整備し、平常時には地域における様々な課題

の解決や地域価値の向上に向けて、地域における様々な人や組織が行政と協力して取り

組むことのできる地域内自治体制づくりを促進していきます。
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Ⅳ．復興まちづくりの展開

１ 市民生活の早期の復旧・再建

東日本大震災で発生した液状化現象により地盤沈下や噴出土砂が発生し、中町・新町地域のほぼ全

域において、住宅地をはじめ、道路・上下水道などの都市基盤施設や教育・福祉施設などの公共建築

物が甚大な被害を受けました。

住宅地においては、戸建住宅などの小規模建築物に地盤沈下に伴う建築物の傾斜被害が発生し、集

合住宅などの大･中規模建築物には敷地内の設備配管が損傷するなど、甚大な被害が発生しました。

こうした住宅地の被害に対し、市ではこれまでも生活再建に向けた支援を進めてきましたが、今後

も継続的な支援を行い、一日も早く被災前の状態に戻れるよう市民生活の再建や安心感を回復するこ

とが重要です。

また、市内事業者も事業所や店舗などの建築物や設備の被害だけでなく、風評や計画停電による売

上げの減少といった様々な被害を受けました。こうした状況を踏まえ、市内事業者への継続的な支援

が求められています。

さらに、今回の震災を契機に様々な主体と連携しながら、地域の復旧・復興に取り組む市民の活動

が始動しています。こうした市民力を結集した取り組みにより、復旧を早期かつ着実に成し遂げ、復

興へとつなげていくことが重要です。

市では、市民生活への影響が大きい都市基盤施設や公共建築物について、発災直後から近隣自治体

事業者と協力・連携しながら一定の応急復旧に取り組みました。市民アンケートでも道路･公園･学校

などの被害からの復旧を求める声が多数寄せられており、市民生活の安全性や利便性の回復を図るた

め、早急な本復旧が求められています。

さらに、住宅地や都市基盤施設などの復旧だけでなく、被災により体の不調や様々なストレスを抱

え、心身の健康が阻害されている市民に対して、こころや体へのケアが不可欠です。市民アンケート

でも「現在困っていること」として「精神的ダメージ」を挙げる人が全体の３割にのぼっており、今

後もケアを必要とする市民が増えると考えられ、十分な対策が必要です。

このような震災による被害の状況を踏まえ、「市民生活の早期の復旧･再建」をめざし、次のような

施策を展開していきます。

(1)被災者の生活再建支援

(2)都市基盤施設や公共建築物の復旧推進

(3)こころやからだの継続的なケアの充実

復興の礎となる災害に強い防災まちづくり
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施策のねらい

本市の被害状況を踏まえ、国・県などの制度の活用や市独自の制度創設など、被災した市民の住

宅や生活の再建支援に取り組んできましたが、今後も市民生活の早期回復・安定に向け、継続的な

支援を図ります。

また、市内事業者、特に中小企業に対して、復旧に向けて円滑な事業活動が進められるよう、支

援を行います。

さらに、地域の復旧に向けた市民活動を支援し、市内各団体・大学などとの連携を促進しながら、

早期に力強い復旧・復興を成し遂げていきます。

施策の方向性

○被災した住宅などの再建や被災者の生活再建と安定を図るため、被災者生活再建支援法に基づく

支援金や県・市の独自支援補助金の支給、資金貸付・利子補給など継続的な支援を行います。

○生活再建に向けた各種情報提供や相談など、被災者の状況に応じたきめ細かい支援を継続的に行

います。

○液状化被害を受けた建築物所有者などに対して、国や県などと連携して沈下傾斜した住宅などの

修復工法や地盤改良に関する情報提供を行うとともに、建築関係団体などと連携した相談体制の

充実を図ります。

○被災によりライフラインが損傷した分譲集合住宅に対して継続的な支援を行います。

○戸建住宅や分譲集合住宅などでの復旧工事が円滑に進められるよう、市有地や千葉県企業庁所有

地を借用するなど、復旧のための資材置場や代替駐車場などの用地を確保します。

○被災した中小企業に対し、商工会議所などと連携し、消費需要を喚起する取り組みに対する支援

を行うとともに、被災した事業者への情報提供や相談、資金調達にかかる負担軽減を行います。

○被災した住宅地の復旧や良好な住環境の再生、防災活動の立ち上げ・強化を図るため、自治会や

住宅管理組合などの地域コミュニティが主体となった取り組みを支援します。また、地域コミュ

ニティ相互や市内各団体、大学などの情報共有や連携した取り組みを促進します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）被災した戸建

住宅などの再建

支援

・被災者住宅等再建支援金や被災

者住宅等再建支援利子補給金

の給付

・傾斜した戸建住宅などの修復工

事に対する情報提供や相談体

制の充実

・資材置場や代替駐車場など、復

旧工事に必要な用地の確保

国

県

市

(1)被災者の生活再建支援

支援金などの

給付

修復工事の情報提供

相談体制の充実

復旧工事に必要

な用地確保
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事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

２）被災した分譲

集合住宅への支

援

・ライフライン補修補助事業の実

施

・資材置場や代替駐車場など、復

旧工事に必要な用地の確保

市

３）被災者支援の

対応と相談体制

の充実

・ワンストップの相談体制の実施

・HP などを活用した各種支援情

報の提供

・義援金、見舞金の給付

・生活福祉資金制度による貸付や

母子寡婦福祉資金の貸付

国

県

市

４）事業者への

支援

・東日本大震災復興緊急保証、セ

ーフティネット保証（経営安定

関連保証）、千葉県融資制度の

活用、浦安市融資制度の活用

・金融・経営に関する情報提供、

相談の実施

・商業振興・活性化に対する支援

県

市

商工

会議所

５）地域コミュニ

ティの自主的な

活動の支援

・良好な住環境再生に向けた地域

まちづくり活動への支援

・自主防災組織を通じた非常用電

源や緊急物資・防災資機材など

の備蓄の促進

・地域コミュニティ同士や市内各

団体の情報共有、連携の支援

・大学などと連携した復旧・復興

への取り組み

市民

大学

市

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【地域コミュニティの醸成】
日頃の地域のコミュニケーションに基づく地域力が、災害時及び復旧時に大きな力になり、減災につなが

ることを改めて認識させられた。住民同士が結束して対応にあたることにより、住民の不安の軽減や、復旧・
復興作業のスピードを上げることに大きな効果があった。
地域コミュニティを醸成することは安全で安心なまちづくりの根幹であり、減災についても自治会等が果

たす役割は大きくかつ重要である。
そのため、私たち市民は、
○日頃から、隣人との挨拶を心がけるなど、近隣との関係を密にし、信頼できる関係を築きます。
○自治会等による防災訓練などの地域活動に積極的に参加します。
地域では、
○自治会等が、震災における運営の反省点を踏まえ、防災組織の強化や体制の見直しなど行い、災害時の
地域力を強化します。

○民生委員等の活用により、日頃から災害弱者を把握するなど、地域住民への支援を強化します。
市には、
○地域コミュニティ醸成のため、自治会等に対し、様々な角度からの支援を求めます。
取り組みの方向としては、
・自治会への加入促進や自治会等の事業への支援
・自治会等の連携強化を促進するための支援
・自治会等の防災組織の体制づくりへの支援
・自治会等が行う防災訓練の充実・強化を促進するための支援
・自治会等への要支援者等の情報提供
・市の専門職と自治会が連携できる体制の整備
などを要望します。

支援金の支給

ワンストップの相談体制

ＨＰなどを活用した情報提供

融資制度の活用・経営相談・情報提供

商業振興・活性化に対する支援

義援金や見舞金の給付

貸付などの実施

復旧・復興に向けた

地域まちづくり活動への支援

市内各団体や大学などと連携した

復旧・復興への取り組み

防災物資の備蓄などの促進

復旧工事に必要

な用地確保



26

各種意識調査より
【市民アンケート調査】
○震災の影響により現在困っていることとして「家屋などの被害からの復旧」が28％で第３位となってい
る。

＜「一戸建て持ち家」の被災状況と被害への対応意向について＞
○「一戸建て持ち家」に住む回答者の76％は、今回の震災で敷地・建物・設備などに何らかの被害を受け
ており、その内容は「外構の被害」（被害を受けた人の 47％、以下同じ）、「泥水の噴出」（45％）、「敷地
内の地盤沈下など」（42％）、「家屋の傾斜」（37％）などとなっている。

○被害の改修については、「設備配管の改修」や「外構の改修」、「基礎・外壁などの改修」、「家屋の傾斜改
修」は、当該被害を受けた人のうち45～55％で実施済み又は実施予定となっている。

○改修などにあたっての問題点として、「自己資金の確保」の回答が被害を受けた人の 26％と最も多く、
次いで、「特に問題を感じていない」（21％）、「再建方法や費用の妥当性」（21％）「再建条件未確定」（18％）、
が多くなっている。「国・県・市の制度が利用できない」（14％）、「ローン残債による借入困難」（10％）
などの指摘もある。

＜「分譲マンション」の被災状況と被害への対応意向について＞
○「分譲マンション」に住む回答者の92％は、今回の震災で敷地・建物・設備などに何らかの被害を受け
ており、その被害内容は「外構の被害」（62％）、「泥水の噴出」（60％）、「建物と地盤に段差」（59％）、
「道路と敷地に段差」（55％）、「屋外設備配管などの被害」（55％）などとなっている。

○被害の改修については、「敷地内の設備配管の改修」「住棟と周囲の段差改修」「道路と敷地の段差改修」
「外構の改修」「基礎･外壁などの改修」は、当該被害を受けた人の約70％が実施済みまたは実施予定と
なっている。

○改修などにあたっての問題点として、「特に問題を感じていない」との回答が42％と最も多く、「改修方
法･費用の妥当性が不明」、「管理組合による改修資金の確保」との指摘が10～12％あった。

＜市内の事業者への影響について＞
・市内で営業･就業する人の 44％が「震災直後は営業･操業できなかった」と答えた。
・具体的な被害としては、「工場機械に被害があった」「計画停電により営業できなかった」「来客が一時的

に激減した」などが挙げられた。
【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】
○復興を進める手法として、「行政で進める」（９％）に対して、「ＮＰＯ活動団体の活用やＰＦＩ、ＰＰＰ
などの導入により、効率的な行政運営を図る」（57％）や「行政主導による、協働を主体とした行政運営
をはかる」（32％）が多くなっている。

【浦安商工会議所･緊急アンケート調査】
○回答のあった事業所の59％が地震による何らかの被害があったと答えた。
○被害の内容としては「液状化の被害」（被害にあった人の 62％、以下同じ）、「設備及び備品の損壊」（46％）、
「建物の損壊」（41％）となっている。

【浦安商工会議所･東日本大震災による被害状況などに関するアンケート】
○営業再開までの期間は、被害なく再開できた事業所が 41％、１週間～半月後が39％であった。再開まで
に１か月以上かかった事業所も６％見られた。

○売上高への影響について、回答のあった事業所の61％が「影響があった」と答えた。アンケート回答に
よると、平成23年３～５月の売上高は前年同月比で平均 24％の減少となった。

【市職員アンケート調査】
○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「地域協働
の仕組みづくり」をあげる職員が 20％あり、「人と人、地域の絆づくりを重視した復興への取り組みが
必要」「各地域での応急・復旧活動の状況を検証し、災害時の地域防災体制づくりを進めることが必要」
「自治会等の地域組織相互の連携体制の構築が必要」「市民・地域コミュニティ・関係機関との協働によ
る復興への取り組みが必要」等の意見が挙がった。

【グループインタビュー】
○「仕事のある人が気軽に相談できる窓口や電話相談があるとよい」（介護事業者グループインタビュー）
○「被災した家屋の傾きを直すことができないで暮らす高齢者のお宅に相談等の対応が必要」（介護事業者
グループインタビュー）
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施策のねらい

道路や上下水道などの都市基盤施設及び教育・福祉施設などの公共建築物について、国や県、事

業者などと調整を図りながら計画的な復旧工事を進め、早期に本復旧を図ります。

また、本復旧に際して、計画的・効率的な復旧活動が行えるよう、市と各事業者などで調整を図

りながら工程管理を行います。

施策の方向性

○車両や歩行者の通行に支障がでている主要な幹線道路や駅前広場、橋梁などから、優先的に被災

箇所の本復旧を進めます。また、その他の道路の復旧にあたっては、周辺住民との合意形成を進

め、道路高の確定や地籍調査を行いながら段階的に本復旧を進めます。国・県管理の道路や橋梁

については、各管理者と調整を図りながら本復旧を促進します。

○被災により破損した下水道施設については、主要な管渠やマンホールなどの耐震対策を併せた本

復旧に取り組みます。

○海岸及び河川の護岸は、県と調整を図りながら、本復旧を促進します。

○公園敷地内の段差や亀裂、損傷した遊具・照明灯などの施設の本復旧に取り組みます。

○運動公園をはじめ、被災し使用できないスポーツ施設の本復旧に取り組みます。

○上水道・電気･ガス･電話･各種通信網などの都市基盤施設については、県や各事業者による本復旧

を促進します。

○道路や下水道、上水道、ガスなどの復旧にあたっては、計画的かつ効率的に行えるよう市と各事

業者などが調整する場を設け、復旧工事の工程管理を行います。

○被災した小・中学校や公民館、保育園などの公共建築物については、ライフラインの液状化対策

と併せて段差解消などの本復旧に取り組みます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）公共主体によ

る都市基盤施設

の復旧推進

・主要な幹線道路や駅前広場、橋

梁などの本復旧

・その他の道路の本復旧

・地籍調査による民有地と道路な

どの境界の確定

・国道、県道などの本復旧の促進

・下水道施設の本復旧と重要な管

渠などへの耐震化対策の実施

・護岸の本復旧の促進

・公園施設の本復旧

・スポーツ施設の本復旧

・水道施設の本復旧の促進

国

県

市

(2) 都市基盤施設や公共建築物の復旧推進

幹線道路・橋梁・上下
水施設などの本復旧

生活道路の本復旧
地籍調査

護岸の
本復旧促進

公園施設の本復旧

国道・県道
本復旧促進

スポー
ツ施設
本復旧
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事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

２）民間主体によ

る都市基盤施設

の復旧促進

・電気･ガス･電話･通信網などの

本復旧の促進

・本復旧にあわせた耐震対策、液

状化対策の促進

事業者

市

３）都市基盤施設

の円滑な復旧に

向けた調整

・各施設の復旧計画の策定

・各施設管理者による復旧工事の

調整会議の開催

市

県

事業者

４）教育施設の復

旧推進

・小・中学校の本復旧

・幼稚園の本復旧

・公民館、文化施設の本復旧

市

５）福祉施設の復

旧推進

・保育園、児童育成クラブの本復旧

・高齢者、障がい者施設の本復旧

・復旧整備にあわせた建築物の耐

震性確保

市

事業者

６）その他公共施

設などの復旧推

進

・消防施設の本復旧

・コミュニティ施設の本復旧 市

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【ライフラインの復興】
発災後、市内では液状化現象による家屋・道路等の損傷、大量の土砂の噴出、上下水道などのライフライ

ンの寸断などが発生し、日常生活や生活基盤に大きな影響が生じた。
生活していくためには、ライフラインは欠かせぬものであり、災害に強いインフラを整備する必要がある。

また、被災した際には、早急な復旧は当然であるが、復旧までの対応については、自助・共助の考え方も重
要である。
そのため私たち市民は
○ライフライン断絶を想定し、生活するうえで必要な水や食料、簡易トイレなどを備蓄しておきます。
地域では
○自治会等がスコップや土嚢袋など災害時に対応するための防災用品を備蓄します。
○困ったときに助け合えるよう、地域コミュニティ同士の情報収集・発信を行い、普段から元町・中町・
新町のつながりを深めます。

市には
○防災だけでなく、減災を強く意識した対策、被災した際の早急な対応を求めます。
取り組みの方向としては、
・液状化を想定した災害に強いインフラ整備。
・下水道については、市民生活上特に困窮する問題であるため、市として自立した下水道処理施設を設け

るなど、抜本的な対策の実施。
・避難所における防災用品の充実化。
・被災の際、仮設トイレの早期設置や、避難所になる学校等の施設・設備の早期復旧。
・被災の際、損壊したインフラの早期復旧。
などを要望します。

電気・ガス・電話・通

信網などの本復旧

計画策定

調整会議の開催

教育施設

の本復旧

福祉施設

の本復旧

コミュ二ティ施設

の本復旧

消防

施設

の本
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○震災の影響により現在困っていることとして、「道路・公園や学校などの被害からの復旧」が54％で第２

位となっている。

【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○復旧を急ぐ必要がある施設として、「道路や上下水道等の公共インフラ」（97％）の指摘が最も多く、次

いで「学校や幼稚園、保育園などの教育施設」（78％）が多くなっている。

【グループインタビュー等】

○「道路の整備方法等の条件が確定しないため、車椅子利用者がリフト設置工事をできずに困っている」（介

護事業者グループインタビュー）

○「道路や公園の舗装が凸凹しておりベビーカーが押しづらい」、「転ぶことが怖くて外出を控えて引きこ

もる人がいる」、「自転車に乗っていて段差で怪我をした」（子育て世代、介護事業者、中学生グループイ

ンタビュー）

○「事業の操業環境面から、鐵鋼団地周辺の道路整備について早急に進めてほしい」（鐵鋼団地協同組合グ

ループインタビュー）

○「野球場や公園を早く直して遊べるようにしてほしい」（小学生グループインタビュー、子育て世代グル

ープインタビュー）

○「保育園の園舎を早急に復旧させる必要がある」（公立保育園フォーラムアンケート）、等

【市職員アンケート調査】

○都市基盤施設の整備等について、次のような意見がある。

・火災の発生を想定した消防水利の確保、ライフラインの被災を想定した水利などの確保対策が必要

・川や海で囲まれたなかで、災害時の避難・緊急物資輸送路となる道路の機能確保が必要

・災害時の避難場所やヘリポート等となる公園等の液状化対策や必要な機能の整備が必要、等

○公共施設の整備等について、次のような意見がある。

・災害時の児童・生徒の安全確保と避難場所としての機能が確保できる学校施設等の整備が必要

・災害時の子どもの安全確保と早期再開が可能な幼稚園・保育所等の施設整備が必要

・災害時の施設利用者の安全確保と災害情報等を把握・提供できる施設整備が必要、等
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施策のねらい

震災などの急激な環境の変化は、多くの市民に何らかのストレスや不安を与えています。このよ

うなストレスなどを、地域コミュニティや市民相互の関わりの中で克服できるような環境づくりを

進めます。また、震災などの災害に起因する健康危機を未然に防ぐため、リスクコミュニケーショ

ンの視点を踏まえ、市民・事業者などの各主体の情報共有や連携を推進し、支援の充実を図ります。

高齢者・障がい者・外国人・乳幼児・妊産婦などの災害時要援護者に対して、地域や関係機関と

連携しながら、継続的な見守り・支援体制の充実を図ります。

施策の方向性

○被災した市民へ住宅や生活再建に対する的確な情報提供を行うとともに、不安やストレスなどへ

の対応方法について、普及を図る機会を積極的に設けます。また、自治会などの地域コミュニテ

ィや市民相互の交流を基盤としたこころとからだの健康づくりに取り組みます。

○誰もが不安や悩みを気軽に相談できる機会や場の充実を図ります。また、被災者の状況や思いを

把握し、必要な相談・支援の橋渡しを行える訪問相談体制について検討し、構築します。

○子どもの心のケアについては、保健福祉・教育現場での連携した継続的な見守りを行うとともに、

関係機関や児童相談所、地域などと連携した相談・支援体制を充実します。また、高齢者や障が

い者の心のケアについても、保健師や精神保健福祉士などによる健康相談や安否確認を行うとと

もに、見守り体制を充実します。

○地域コミュニティを中心に、福祉・保健医療・教育関係機関などと市が、情報共有を図り連携を

強化させながら、災害時要援護者を中心に継続的な見守りや支援などを行います。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）被災した市民

のこころとから

だのケアの実施

・HP などを活用した的確な情報

提供

・ストレス対策などに関する講座

やイベントの実施

・コールセンターによる電話相談

の実施

・訪問相談体制の検討・構築

県

市

２）災害時要援護

者への支援の充

実

・保育カウンセラーや子育てケア

マネージャーなどによる相談

の実施

・高齢者や障がい者への健康相談

や安否確認の実施

市

(３)こころやからだの継続的なケアの充実

情報提供、講座・イベントの実施

保育カウンセラー

・子育てケアマネージャーの実施

健康相談・安否確認の実施

訪問相談体
制の検討・
構築

相談の実施
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事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

３）連携体制の

強化

・地域イベントや活動などを通じ

た地域コミュニティ強化の促

進

・地域コミュニティと各関係機

関、市との情報の共有

・地域コミュニティと各関係機

関、市の見守りや支援体制の連

携強化

市民

市

関係

機関

各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○震災の影響により現在困っていることとして、「震災による精神的ダメージ」が27％で第４位となってい

る。

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「震災被害のここ

ろのケア体制の充実」をあげる職員が21％あり、次のような意見がある。

・被災者へのこころのケアの取り組みが必要

・こどものこころのケアの取り組みが必要

・こころのケア等の支援体制づくりが必要

・住まい等の被災した高齢者等への支援体制の強化が必要

・こころのケアにつながる市民の安心感の回復が必要

・市職員のこころのケアの取り組みが必要、等

【グループインタビュー等】

○「高齢者や障がい者を介護している家族への精神的ケアが欠けている」、「特に被災した戸建住宅の高齢者

に対する相談体制の充実が必要」、「仕事のある人に対して、休日に気軽に相談できる窓口や電話相談があ

るとよい」（介護事業者グループインタビュー）

○「震災のストレスで日常生活動作の能力が低下したり、認知症になる要介護者が多い」（介護事業者グル

ープインタビュー）

○「災害時の要介護者の支援について、市施設、介護事業所、病院の協力・連携体制が不十分だった」（介

護事業者グループインタビュー）

○全体の 40％の子どもが、余震におびえたり、一人でいることを怖がる等の何らかの影響を受けている。

また、全体の 70％の母親が、子どもと離れることへの不安や、肉体疲労増等の何らかの影響を受けてい

る。（「0311そのときあなたは？ 子育て世代の声」（子育て応援メッセ実行委員会））

地域コミュニティ強化の促進

情報共有・見守り・支援体制の連携強化
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２ 災害に強い市街地の形成

東日本大震災による液状化現象は、建物が傾いたり、沈下したほか、道路、上下水道やガスなど

の都市基盤施設が未曾有の被害を受け、震災後の市民生活や産業活動にも大きな影響を及ぼし、災

害対策の面で様々な課題があることが明らかになりました。改めて液状化対策の必要性を認識しま

した。

市民アンケートでも、『将来起こり得る災害に備えた市が実施する対策』として、「道路や宅地な

どの耐震・液状化対策」を求める声が多数寄せられているように、災害に対する安全で安心な暮ら

しの基礎として、将来起こり得る地震に備えた液状化対策が求められています。

そこで、本市では、地盤工学会・土木学会・日本建築学会の協力を得て、地盤特性を踏まえ、将

来発生する地震動における液状化危険度マップの検討・作成をはじめ、都市基盤施設や住宅・宅地

の液状化対策に関する調査・検討を国・県に先駆けて行いました。

この調査・検討結果を活用し、今後の震災において、液状化被害を可能な限り抑止し、液状化し

ても被害の軽減や早期復旧・復興が図られるよう、技術的、財政的な観点から有効な技術手法を検

証しつつ、対策を講じていく必要があります。

また、地盤沈下と護岸の被害は、頻繁に発生する都市型集中豪雨や大型台風に伴う高潮による水

害の危険性を高めているとともに、将来起こり得る地震で津波が発生した場合の被害の危険性を高

めており、それらへの対応が求められています。

一方、今回の震災では幸いにも建物倒壊や火災は発生しませんでしたが、個々の建物を地震や火

災に強いものにしていくことや、災害時に迅速な対応ができるための災害対策拠点や身の安全を確

保する避難場所、さらには災害に強い道路ネットワークの機能強化などを充実していくことも必要

です。

このような震災の経験と浦安の特性を踏まえ、「災害に強い市街地の形成」をめざし、次のような

施策を展開していきます。

(1) 公共公益施設の液状化対策の強化

(2) 宅地の液状化対策への促進

(3) 洪水・高潮・津波への対策

(4) 災害に強い住宅・住環境の形成

(5) 防災拠点や防災ネットワークの機能強化
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施策のねらい

将来発生が想定されている内陸直下型地震やプレート境界型地震による液状化被害の軽減を図

り、円滑な応急対策活動や市民の避難行動ができるように、まち全体の公共公益施設の液状化対

策に取り組みます。

施策の方向性

○震災の教訓を今後の対策へ活かすため、被害状況や復旧状況などをデータベース化します。

○道路、橋梁、下水道などの都市基盤施設は、想定する地震規模に応じて確保すべき性能の検討を

行い市民生活に混乱が生じないよう、必要な性能を満たす液状化対策を本復旧と併せて行い、段

階的に市域全体へと展開していきます。また、本市の地盤特性や市街地環境を踏まえた液状化対

策技術の開発支援に取り組みます。

○公園や野球場については、災害時のヘリポート設置予定地の位置づけなどを踏まえて液状化対策

の優先性の検討・整備を行います。

○国・県などと連携し、幹線道路の液状化対策を要望し、取り組みます。

○上水道や電気・ガス・通信施設は、関係機関や事業者と連携し液状化対策を含め、災害に強い整

備が促進されるよう、協議・調整を図ります。

○幼稚園、小・中学校や公民館などの文教施設、保育園などの社会福祉施設などの公益施設は、災

害に強く安心して利用できるよう、液状化の被害の軽減に取り組みます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

１）都市基盤施設

の液状化対策工

法の分類・評価

と対策

・被害状況・復旧状況などのデ

ータベース作成

・液状化対策技術の開発支援

市

(1)公共公益施設の液状化対策の強化

データベース作成

技術開発支援
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事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

２）液状化対策な

どの実施による

災害に強い公共

公益施設の整備

・緊急輸送路や駅前広場などの

路床など改良整備

・橋梁の耐震補強や長寿命化修

繕計画に基づいた維持管理の

実施

・下水道の管渠の液状化対策の

実施

・災害に強い上水道、電気、ガ

ス、通信施設の整備の協議・

調整

・公園や野球場の液状化対策の

優先性の検討・整備の実施

・公益施設の液状化対策の実施

市

事業者

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【ライフラインの復興】
発災後、市内では液状化現象による家屋・道路等の損傷、大量の土砂の噴出、上下水道などのライフラ

インの寸断などが発生し、日常生活や生活基盤に大きな影響が生じた。
生活していくためには、ライフラインは欠かせぬものであり、災害に強いインフラを整備する必要があ

る。また、被災した際には、早急な復旧は当然であるが、復旧までの対応については、自助・共助の考え
方も重要である。
そのため、私たち市民は
○ライフライン断絶を想定し、生活するうえで必要な水や食料、簡易トイレなどを備蓄しておきます。
地域では
○自治会等がスコップや土嚢袋など災害時に対応するための防災用品を備蓄します。
○困ったときに助け合えるよう、地域コミュニティ同士の情報収集・発信を行い、普段から元町・中
町・新町のつながりを深めます。

市には
○防災だけでなく、減災を強く意識した対策、被災した際の早急な対応を求めます。
取り組みの方向としては、
・液状化を想定した災害に強いインフラ整備。
・下水道については、市民生活上特に困窮する問題であるため、市として自立した下水道処理施設を設
けるなど、抜本的な対策の実施。

・避難所における防災用品の充実化。
・被災の際、仮設トイレの早期設置や、避難所になる学校等の施設・設備の早期復旧。
・被災の際、損壊したインフラの早期復旧。
などを要望します。

公園・野球場の液状化

対策の実施

公益施設の液状化対策の実施

緊急輸送路などの改良整備

橋梁の耐震補強

・維持管理

下水道管渠の液状化対策の実施
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○『東日本大震災後１か月の間』で困ったこととして、「上下水道が使えなくなったこと」が 79％と最も

多く、『将来起こり得る災害に備えた市が実施する対策』として、「道路等の耐震・液状化対策」が 84％

と最も多くなっている。

【市職員アンケート調査】

○今回の震災では、上下水道の液状化被害等による使用停止により、回答した職員の 64％が給水支援や便

袋の戸別配布等の「飲料水・食料・物資等の供給」に従事している。

○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「液状化対

策への取り組み」をあげる職員が58％と最も多く、次のような意見がある。

・今回の震災被害の根本原因への対応は、浦安市の災害に強いまちづくりの基本として取り組みを進

めることが必要

・市民の安心感の回復には液状化対策は必須

・今後も起こる得る震災に備え、液状化被害を軽減する対策は必須

・安心して住めるまちとしての信頼回復には液状化対策は必須

・技術検討結果を踏まえて、対策の優先順位等を考慮した液状化対策への取り組みが必要

・ライフラインの復旧に際して、適切な液状化対策への取り組みが必要

・液状化被害に対して迅速に復旧できる体制づくりも必要

・液状化による被害を軽減する工夫も必要

【グループインタビュー】

○「上下水道が使えない中、入浴サービスを継続することが困難だったが、利用者からはニーズが高かっ

た」（介護事業者）

○「仮設トイレは障がいのある人は使えないので、紙おむつを配った」（介護事業者）

○「特別養護老人ホームでは半月間入浴ができなかった」「個室にトイレがあるので、感染症予防のため

スタッフが一日に何度もトイレ掃除と消毒をし、疲弊した」（介護事業者）

○「計画停電時に、電動ベッド、暖房の再設定の支援が大変だった」（介護事業者）

○「計画停電時に、コンピューターのサーバーの電源の停止、機械の操業停止の対応が大変だった」（浦

安鐵鋼団地協同組合）

○「液状化により工場の外周と内部が沈下した。現在応急措置で、本格復旧はこれからの課題」（浦安鐵

鋼団地協同組合）
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施策のねらい

市民の財産である宅地の液状化対策なくして、復興はありえません。そこで、生活の場である

集合住宅や戸建住宅などの宅地の液状化対策を促進します。

施策の方向性

○震災の教訓を今後の対策へ活かすため、液状化対策技術の開発を支援し、液状化被害の調査結果を

公表するとともに、震度分布や液状化危険度マップを作成し公表します。

○傾斜住宅などの復旧工事や建て替え時、または更新、購入による新築時の液状化対策の参考となる

よう、沈下修正工法や液状化対策工法の分類・評価などの情報を提供します。

○液状化に関する国の住宅性能表示制度の見直しの検討状況を注視していきます。

○建物の更新時期に合わせた液状化や地盤沈下の対策を図るため、参考となる情報提供や相談など支

援体制・仕組みづくりを進めます。

○国が創設した「液状化対策推進事業」などの制度を活用し、道路・下水道などの公共施設と隣接宅

地との一体的な液状化対策の実現可能性について検討します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

１）液状化被害の

調査結果の公表

・液状化被害の調査結果の公表

・震度分布や液状化危険度マッ

プの作成と公表

市

２）宅地の液状化

対 策 工法 の分

類・評価の検討

結果の活用

・液状化対策工法の検討結果の

公表

・液状化対策工事実績やボーリ

ングデータの収集やデータベ

ース化

・住宅性能表示の見直しを踏ま

えた検討

市

３）宅地の液状化

対策の促進

・液状化や地盤対策の促進

・専門家や宅地開発事業者などの参

加による相談体制・支援体制の構

築

・道路などの公共施設と宅地の

一体的な液状化対策の検討

・液状化対策技術の開発支援

市

事業者

(2)宅地の液状化対策の促進

調査結果公表

危険度マップ公表

相談体制の検討・構築
道路と宅地の一体的な液状化対策整備
の検討

ボーリングデータ等の収集やデータベ

ース化

検討結

果公表

液液状状化化対対策策技技術術

のの開開発発支支援援

液状化や地盤

対策の促進

住宅性能表示の見直し

を踏まえた検討
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○「一戸建て持ち家」の宅地の液状化対策の問題点として、「自分の宅地だけ液状化対策をしても効果があ

るかどうか不安」（62％）、「液状化対策にあたり、どのような方法が有効か判断できない」（57％）として

おり、次いで「液状化対策にかかる費用が分からない、費用が妥当か判断できない」（45％）の指摘が多

くなっている。

○宅地の液状化対策について、一戸建て持ち家の回答者の 80％が「隣接宅地や街区在住の世帯の合意によ

り、ある程度まとまった地域を単位として促進すべき」と考えている。

○「分譲マンション」の液状化対策の問題点においては、「どのような方法が有効か判断できない」との回

答が 30％で最も多く、次いで「特に問題を感じていない」（26％）、「費用が分からない、費用が妥当か判

断できない」（26％）が多くなっている。



38

施策のねらい

今回の地震による地盤沈下と護岸の被害により、都市型集中豪雨や大型台風に伴う水害や地震

による津波被害からの防御をさらに高めていく必要があることから、同様の問題を抱える近隣自

治体と連携しながら、液状化対策を含め、広域的な洪水・高潮・津波への対策に取り組みます。

施策の方向性

○護岸の治水機能の向上を図るため、強度の確保や液状化対策などの機能の強化について管理者で

ある県に要請していきます。

○高潮から市街地を守るため、境川河口部に水門と排水機場の整備について、県と協議していきま

す。

○企業岸壁については、県や事業者と連携し、その対応について検討していきます。

○都市型集中豪雨や大型台風の水害に対応するため、雨水排水施設の整備を行うとともに、緊急冠

水対策として道路や公園、学校施設の敷地内への雨水貯留施設の整備を推進し、治水・排水能力

の向上を図ります。

○津波については、国の中央防災会議における津波の被害想定の見直し作業の進捗状況などを見な

がら東日本大震災による経験を踏まえつつ、地域防災計画の見直しを実施します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

１）治水施設の機

能強化の推進

・護岸の液状化対策や水門整備

について県への要請

・排水機場の整備についての県

との協議

・企業岸壁対策の検討

・津波への対応

県

市

事業者

２）治水・排水能

力の向上

・雨水排水施設の整備

・緊急冠水対策として雨水貯留

槽の整備

市

(３)洪水・高潮・津波への対策

護岸の液状化対策や水門整備の要請、

排水機場の整備の協議

雨水排水施設の整備

雨水貯留槽の整備

企業岸壁対策の検討

津波への対応
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各種意識調査より

【Ｕモニアンケート調査（震災復興編）】

○復旧を急ぐ必要がある施設として、「海岸や河川の護岸」（58％）の指摘が第３位に多くなっている。

【グループインタビュー】

○「鐵鋼団地の護岸も被害を受けたが、再整備は私企業だけではできない。公的な支援が必要である」（浦

安鐵鋼団地協同組合）

○「震災前から地盤沈下しており台風時にも浸水する場所もあり、対策が必要である」（浦安鐵鋼団地協同

組合）

○「今回の震災による液状化による地盤沈下により事務所機能を移転した」（浦安鐵鋼団地協同組合）

○「現在の護岸で津波に対応できるのか、ホテルの安全性をＰＲするためにも正確な情報提供がほしい」

（舞浜リゾート協議会）

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「更なる災害に備え

た防災・減災まちづくり」をあげる職員が45％あり、次のような意見がある。

・今後の災害に備えた防災・減災まちづくりが必要

・安心して住めるまちとしての信頼回復、イメージアップには災害に強いまちづくりは必須

・火災や津波等の水害を含めた複合災害を想定した防災・減災対策の検討が必要

・ハード面での防災（被害抑止）対策とソフト面を重視した減災（被害を最小限に軽減）対策の充実

が必要

・ハード面の防災・減災対策として、ライフラインの被災を想定した水利などの確保対策、災害時の

電力の確保対策とともに、災害時の避難・輸送幹線道路の機能強化、治水施設の強化、災害に備え

た備蓄の強化、消防体制の強化等が必要

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【水門について】

・水門が高潮や津波洪水などの水害に対して有効であり、防災強化につながるのであれば、その必要性
や効果、財政負担などを市民に示し、理解を得ながら、環境影響への配慮や付加価値を付けた整備な
どを考慮した計画づくりを願いたい。

・設置主体となる千葉県とは十分な調整を行い、千葉県の責任を明確にし、財政負担が市民に多くかか
らないよう要望する。

【森の防潮堤の設置】
・森の防潮堤の設置に関しては、下記の通り有効と考えるので、設置する方向で、総合的に判断しなが
ら、長期的な計画づくりを願いたい。

[有効と考える理由]
・森の防潮堤を作ることで、津波や高潮などの減災に有効であると考える。
・復興工事の瓦礫や液状化による噴出土砂を利用することにより、コストの削減や資源の有効活用が見
込まれる。

・市民が森づくりに参加することで復興に向けた市民意識を高める効果が期待される。
[考慮すべき事項]
・管理者の問題、水辺の景観、鳥・虫等の害、不審者・不法投棄等の犯罪増加が懸念されるため、費用
や防犯、景観などを考慮すべき。
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施策のねらい

住宅の倒壊や火災から人命を守るため、個々の建築物の耐震化・不燃化を誘導するとともに、

過密市街地の計画的な改善を進め、生活の基本である安全・安心な住宅・住環境を形成していき

ます。

施策の方向性

○市民生活の基本となる安全な住宅に住むことを目的として、耐震相談窓口などによる周知を図る

とともに、既存制度による住宅の耐震診断・耐震改修などを促進します。また、危険なブロック

塀などの撤去や改善の指導を行います。

○長期優良住宅制度の周知を図り、認定を受けた住宅の履歴情報を蓄積・活用します。

○新築・既存を問わず住宅性能表示制度の周知を図ります。

○過密市街地の整備について、防災性の向上を図るため、狭あい道路の拡幅や公園・広場などを確

保するとともに、防災機能の高い建物への建て替えを促進します。また、地域の実情に合わせた

防火規制の見直し、狭あい道路の拡幅や未接道宅地の解消を図る新たな建築ルールづくりなどを

検討します。

○新中通りとその周辺市街地では、土地区画整理事業により、猫実地区から堀江地区へ段階的に整

備を進めていきます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

１）住宅の耐震診

断・耐震改修な

どの促進

・耐震診断・耐震改修を支援す

る「浦安市既存建築物耐震改

修助成制度」の周知

・ブロック塀などの撤去や改善

の指導

・長期優良住宅制度や住宅性能

表示制度の周知

・住宅履歴情報の蓄積・活用

市

２）過密市街地

の整備

・狭あい道路の拡幅

・公園・広場などのオープンス

ペースの確保

・防災機能の高い建物への建て

替え促進

・新中通りとその周辺市街地の

整備

市

事業者

市民

(４)災害に強い住宅・住環境の形成

耐震診断・改修支援制度の周知

危険なブロック塀などの撤去や改善の

長期優良住宅制度などの周知

住宅履歴情報の蓄積・活用

狭あい道路の拡幅

公園・広場などのオープンスペースの

防災機能の高い建物への建て替え促進

新中通りとその周辺市街

地の整備



41

各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○復興に向けた施策として、『都市基盤施設の復興以外で重視すべき』ものとして、「将来の災害に備えた

防災対策の強化（液状化対策を含む）」（77％）、次いで「良好な住環境・質の高い都市空間の再生」

（38％）が多い。

【Ｕモニアンケート調査（震災直後編）】

○震災に備えてしていた対策として、「家族との連絡方法」（50％）、「避難場所の確認」（46％）、「非常持ち

出し品の点検」（46％）、「家具類の転倒防止」（41％）が多かったが、「建物の耐震性の点検」は 8％であ

った。

【市職員アンケート調査】

○中町・新町の住宅地の復旧・復興まちづくりとともに、今後の災害に備えた元町地域の防災まちづくり

を強化する必要性について、次のような意見がある。

・元町地域における家屋倒壊や延焼火災等の災害に備えた防災・減災まちづくりが必要

・避難場所の充実や水害に備えたまちづくりが必要、等
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施策のねらい

災害時の応急復旧や市民の避難活動などを迅速かつ円滑に行うことができるよう、災害対策の拠

点機能の強化に取り組みます。

緊急時の物資受け入れや緊急車両の交通動線を確保、さらには各避難所間のネットワークを図る

ため、災害に強い道路ネットワークの形成を図ります。また、避難場所・避難所の機能強化に取り

組みます。

施策の方向性

○災害時の対応を迅速かつ的確に行えるよう、災害対策拠点となる市役所庁舎の建替えに取り組み

ます。

○住民の増加による消防・救急需要の増加などの地域の特性や業務の高度化に対応して、消防出張

所の建設などの消防力を充実・強化します。

○緊急時の物資受入れ体制の強化を図るため、海・空からの物資の輸送ルートを確保します。

○災害時の他都市との道路ネットワークの強化を図る必要があるため、第二東京湾岸道路用地や都

市計画道路 3・1・2 号は、引き続き、将来の整備に向け関係機関と協議します。また、交通の一

箇所集中を抑制し、地域間の交通円滑化を図るため、港地区と鉄鋼通り地区を結ぶ交通動線を整

備します。

○緊急輸送路の沿道建築物の耐震化・不燃化を促進します。

○災害時に被害箇所を迅速に把握できるよう、道路や橋の愛称募集の対象を拡充します。

○避難所としての指定されている学校や福祉避難所として指定されている公民館などは、液状化対

策に取り組みます。

○備蓄物資などの改善や充実、避難所としての機能の向上を図ります。

○過密市街地では、一時的な避難場所として活用できるようなオープンスペースを確保します。

○庁舎建設に併せて、防災面に配慮した浦安公園を整備します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

１）災害対策拠点

などの強化

・市役所庁舎の建て替え

・消防出張所の整備
市

(５)防災拠点や防災ネットワークの機能強化

市役所庁舎の

建て替え

消防出張所

の整備
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事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～28 年度 29～32 年度

２）災害に強い道

路ネットワー

ク・緊急輸送路

の確保

・緊急輸送路となる日の出橋や

都市計画道路 3･3･8 号の早期

開放

・海、空からの物資受入拠点確

保に向けた検討

・緊急輸送路沿道の建築物の耐

震化・不燃化の促進

・港地区と鉄鋼通り地区を結ぶ

道路の整備

・第二東京湾岸道路用地や都市

計画道路 3・1・2 号の整備

に向けた関係機関との調整

・道路や橋の愛称募集

県

市

事業者

３）避難所・避難

場所機能の強化

・避難所の指定や機能向上、

一時避難場所の確保

・過密市街地での一時的な避難

場所の確保

・避難路のブロック塀などの撤

去や改善の指導

・避難路沿道や避難所及び一時

避難所の周辺地域の耐震化・

不燃化

・浦安公園の整備

市

事業者

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【防災・被災体制の強化・施設の整備】
今回の震災で、私たちは大きな経験をした。この経験を活かし、自治会等では防災体制の再検証や強化を

図るとともに、市民個人においても、消火訓練や普通救命救急訓練を受けるなど、いっそう大震災を意識し
た実践的な取り組みをしていく必要がある。
市においても、災害に対する施設整備や、被災した際の体制の強化や対策を講じることが必要である。
…略…
市には
○液状化、水害、火災、建物被害そして、負傷者の発生など様々な形を想定した体制強化及び施設整備
対策を求めます。

取り組みの方向としては、
・全市的な消防体制の充実を図るための効果的な施設整備。
・津波について、正確な情報を把握し、それに対応した避難場所の再検証や堤防の強化。

避難所の指定や機能向上、一時避難

場所の確保

緊急物資受け入れ拠点の確保に向け

た検討

日の出橋

や都計道

3･3･8

号の早期

開放

浦安公園の

整備

道路ネットワークの強化

交通の地域間円滑化による整備

道路や橋の愛称募集

緊急輸送路沿道の耐震化・不燃化

避難路沿道や避難所及び一時避難所

の周辺地域の耐震化・不燃化
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各種意識調査より

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「更なる災害に

備えた防災・減災まちづくり」をあげる職員が45％あり、次のような意見がある。

・公共施設の耐震性の再検証と強化が必要

・避難場所・避難所の役割の明確化と避難所機能等の強化が必要

・災害時の避難・輸送幹線道路の機能強化が必要

・治水施設の強化が必要

・災害に備えた備蓄の強化が必要、等

○災害対策本部を置く防災拠点機能の整備の必要性について、次のような意見がある。

・地域防災計画で災害対策本部の設置が予定されている集合事務所では、災害対策本部の組織・体制

等に対応できなかった

・発災直後の通信手段不足の中で、災害対策本部と各部署との機能分散は、本部と各部署との連絡・

情報共有に少なからず支障となった

○避難場所となる学校施設等の機能強化の必要性について、次のような意見がある。

・児童・生徒の安全確保・避難者の安全確保のための機能強化が必要

・施設相互間の連絡・情報共有手段の強化が必要

・自立した避難生活が可能な設備・備蓄の見直し、強化が必要

○災害時の緊急ルート確保のための道路・交通アクセス対策の必要について、次のような意見がある。

・震災後の広域的な交通規制への対応を含めた災害時の緊急ルート確保のための道路・交通アクセス

対策が必要

・川や海で囲まれた立地条件のなかで、今回の震災における自衛隊給水鑑による給水支援などの状況

を踏まえ、海上・航空交通による緊急物資輸送等の検討が必要

【グループインタビュー】

○「寒さ対策も食料もなく高齢者が避難できる状況でなかった」との指摘がある。（介護事業者）

○「震災時を考え公園にトイレや水飲み場を増やして欲しい」という提案がある。（小学生）

○「特別養護老人ホームでは、貯水槽を満たすのに手間がかかり水の確保が大変だった」「感染症予防の

ため職員はトイレ掃除に追われ疲弊した」（介護事業者）

【障がい者福祉計画ヒアリング】

○非常時の情報提供や避難所の体制などが多様な障がいに対して配慮されていない。障がい者は体育館に

避難することが困難な場合が多く、支援学級の教室などを避難場所に指定するなどの対応が求められて

いる。
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３ 災害時に支えあう体制の構築

東日本大震災では、想定を超える数々の事態を通して、自然災害を制御する防災対策には限界があ

ることが明らかになりました。今回の震災で経験したことを振り返るとともに課題を検証し、将来起

こりうる災害に備え都市基盤や市街地整備などの対策とあわせて、市民・事業者・行政それぞれの防

災体制の強化や各主体との連携などが課題となっています。

今回の復旧にあたっては、近隣の住民同士が協力して被害からの復旧活動や被災者への支援にあた

ったこと、多くの市民のボランティアへの応募、市内の事業者による応急物資の確保への協力など、

市民・事業者が自立した活動によって困難を乗り越えようとする姿が多く見られました。

このようなことからも、市民、自治会などの地域コミュニティ、事業者、行政などの各主体が、そ

れぞれの役割と責任を自覚し、災害時にも自立した活動ができる防災体制を確立・強化する必要があ

ります。さらに、それらが個々に災害に備え、行動するだけでなく、相互に協力して応急復旧活動や

復興に取り組むこと、また、大規模災害を想定した場合の広域的な自治体相互の支援体制を構築する

必要があります。

市民アンケートなどでは「防災行政無線が聞こえなかった」との意見が多く寄せられました。市民

や在勤・在学者、来訪者に、災害の発生やその規模などを知らせる災害情報や避難誘導をはじめとす

る安全確保のための情報、その後の避難生活などに必要な情報の収集・発信を適切かつ正確に行って

いく必要があります。

災害によって、安全確保のため避難が必要となった時、発生した災害の特性を踏まえて、市民や在

勤・在学者、そして、災害時要援護者に特に配慮しながら、これらの人々が迅速に避難できるよう避

難対策と帰宅困難者対策を強化していく必要があります。多数の避難者の発生や避難生活が長期にわ

たる場合も考慮し、避難所の早期開設及び地域や避難所となる施設の管理者との連携による運営体制

を整備する必要があります。

また、今回の地震では幸いにも人的被害は発生しませんでしたが、災害の規模によっては多くの人

的な被害が発生することも考えられます。災害発生直後の緊急的な医療救護活動が速やかに行われ、

避難生活を送る時期でも安心して診察や手当てを受けられるよう、医療救護体制や機能を強化してい

く必要があります。

このような震災の経験を踏まえ、災害時の被害を最小限に止める「減災」を基本的な考え方として

「災害時に支えあう体制の構築」をめざし、次のような施策を展開していきます。

(1)震災の検証を踏まえた防災体制の確立・強化

(2)市民・事業者・行政などの連携強化

(3)情報収集・発信のしくみの強化

(4)避難対策の強化と円滑な避難所運営体制の確立

(5)医療救護体制の強化
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施策のねらい

今回の震災における経験や課題を検証し、市民、自治会などの地域コミュニティ、事業者、行

政などの各主体が、それぞれの役割と責任を自覚し、災害時の自立した活動のできる防災体制の

確立・強化に取り組みます。

施策の方向性

○今回の震災の経験を踏まえ、市民、自治会などの地域コミュニティ、事業者などのそれぞれの主

体の役割や活動を検証するとともに、国や県で行われる被害想定や地域防災計画の見直しを踏ま

え、浦安市地域防災計画の見直しを行います。

また、今後、起こりうる災害に備え、発災直後から迅速かつ円滑に各主体が機能するよう、今回

の経験を活かした行動指針の策定や継続的な実践訓練などに取り組みます。

○地域防災計画の見直しにあわせ、円滑な応急復旧活動を進めると同時に、行政機能を維持し、迅

速に業務が再開できるよう、災害時における行政運営の体制を整備します。

○災害から身を守るための知識の習得や家庭・地域・職場における備蓄の取り組みなど、市民の自

主防災対策の強化を促進するため、様々な機会をとらえて自助・共助の取り組みへの周知を図り

ます。

○地域コミュニティが災害時に自ら判断して地域で応急復旧活動を実施するとともに、自立して避

難生活を継続・運営できるよう、物資・資機材の備蓄をはじめ、災害時要援護者の見守り・支援、

応急復旧活動の実施体制づくりを促進します。また、地域での連絡や市との連絡・調整を行う自

主防災組織の設立を今後も促進するとともに、自主防災活動のリーダーの育成を支援します。

○災害時における事業者の安全対策の強化や事業の中核となる業務の継続あるいは早期の再開を実

現し、中断に伴う損害を最小限に抑えるための「事業継続計画」の作成を促進します。

○災害時に必要なボランティアを円滑に要請・受入して現地に派遣し、迅速かつ効果的に活動がで

きるよう、災害ボランティアセンターの体制・機能の充実を図るとともに、地域コミュニティな

どにおけるボランティア受入体制づくりを促進します。

(1)震災の検証を踏まえた防災体制の確立・強化
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■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）市の防災体制

の確立・強化

・地域防災計画の改定

・地域防災対策マニュアルの

改定

・各課詳細マニュアルの改定

・図上訓練の実施

市

２）市民や地域コ

ミュニティの防

災体制の確立・

強化

・自治会の自主防災組織の設

立・活動支援、地域防災リー

ダーの育成支援

・自主防災組織の活動計画の作

成や見直しなどの支援

・災害時要援護者の把握と支援

体制づくりの推進、災害時要

援護者避難支援プランの策定

・消防団の充実・強化

・防災セットの配布、消火器の

貸出し

・防災マップや防災のてびきな

どの周知

市

市民

３）事業者の防災

体制の確立・強

化

・事業者による防災体制の確立

・事業継続計画の作成
事業者

４）ボランティア

の要請・受入体

制の強化

・災害ボランティアセンターの

運営体制などの見直し

・災害ボランティアコーディネ

ーター養成講座の実施

事業者

地域防災計画の

改定

地域防災対策
ﾏﾆｭｱﾙ･各課詳細
ﾏﾆｭｱﾙの改定

防災セット配布・消火器貸出し、

防災マップや防災のてびきの周知

自主防災組織設立・活動支援、地域

防災リーダー育成支援

自主防災組織の活動

計画作成などの支援

災害時要援護者の把握と支援体制づくり
の推進、災害時要援護者避難支援プラン
策定

防災体制の強化、

事業継続計画の作成

消防団の充実・強化

図上訓練の実施

災害ボランティアコーディネーター

の養成講座の実施

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンタ

ー運営体制の見直

地域防災計画の推進

確認・改善
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ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【防災・被災体制の強化・施設の整備】
今回の震災で、私たちは大きな経験をした。この経験を活かし、自治会等では防災体制の再検証や強化

を図るとともに、市民個人においても、消火訓練や普通救命救急訓練を受けるなど、いっそう大震災を意
識した実践的な取り組みをしていく必要がある。
市においても、災害に対する施設整備や、被災した際の体制の強化や対策を講じることが必要である。
そのため、私たち市民は
○火災などの被害を最小限に抑えるため、消火器訓練や身近な人の命を守れるようにするための普通救
急救命講習会を受講するなど、防災訓練等に積極的に参加します。

地域では
○地域での防災組織が効果的に機能するため、先進的な防災組織の運営方法を取り入れるなど、組織体
制を再検証します。

市には
○液状化、水害、火災、建物被害そして、負傷者の発生など様々な形を想定した体制強化及び施設整備
対策を求めます。

取り組みの方向としては、
・全市的な消防体制の充実を図るための効果的な施設整備。
・災害時には医療救護の必要性が高いことから、災害時派遣医療チーム及び医師会等専門家の連携を図
りながら、市民の救護に当たれるように体制を強化。

・津波について、正確な情報を把握し、それに対応した避難場所の再検証や堤防の強化。
…略…

【市と市民の防災についての継続的な話し合いの場づくり】
・今回の震災の経験から、災害発生に備えて、日頃から自助・共助・公助の強化、地域づくり、さらに
は市民および行政が効果的に連携できる体制づくり、すなわち「絆」づくりが重要である。

このことから、市と市民が防災について継続的に話し合う場を設けていただきたい。
なお、会議のあり方としては、市・市民・自治会等の幅広い主体により、効果的な連携が図られる仕
組みを検討していただきたい。
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○「普段からの地域コミュニティの大切さを感じた」ことに「大いにあてはまる」「あてはまる」と答え

た人は全体の85％となっている。

○将来の災害に備えて『地域組織（自治会）･市民団体に期待すること』として、「情報提供手法の検討」

（51％）が最も多く、次いで「備蓄･資機材の拡充」（49％）が多くあげられた。

○将来の災害に備えて『市の対策で期待すること』として、第１位の「道路等の耐震・液状化対策」

（84％）に次いで、「非常用生活設備の確保」（59％）、「情報収集・伝達体制の強化」（37％）、「避難所

の機能の設備・運営体制等の強化」（35％）、「複合災害への避難対策」（33％）が多くあげられている。

「地域コミュニティにおける自主防災対策への支援」は 11％、「災害時の他自治体との連携強化」は

10％に止まる。

【市職員アンケート調査】

○今回の震災後の応急・復旧活動の経験から、応急活動体制の立上げ・運営の課題等について、次のよう

な職員の意見・提案がある。

・防災対応マニュアル等の見直し・充実による行政の初動体制の再構築、及びマニュアルに基づく実践

的訓練等による災害時の各職員の役割・行動の継続的な確認が必要

・応援職員の派遣・職員管理体制の確立が必要

○今後、重点的に取り組む施策として、第２位（57％）に挙げられた「市民の自助・共助による防災まち

づくり、地域コミュニティや防災リーダーの育成」について、次のような意見・提案がある。

・人と人、地域の絆づくりを重視した復興への取り組みが必要

・災害時の応急・復旧対応には行政対応（公助）だけでは困難で、市民の自助、地域における共助との

連携が不可欠

・各地域での応急・復旧活動の状況を検証し、災害時の地域防災体制づくりを進めることが必要

・自助・共助・公助の確立と相互の連携体制づくりを進めることが必要

・市民・事業者の自助・共助への意識啓発が必要

・地域の防災リーダーの存在が重要で、地域の防災リーダーの育成が必要

・地域での日常的なコミュニケーション・情報伝達体制の育成が必要

・災害時の共助の要となる地域コミュニティの育成が必要

・今回の震災を教訓とした実践的な地域防災訓練などの取り組みが必要

・自治会等を中心とした地域防災体制づくりが必要

・避難所開設・運営体制の再構築が必要

・自治会等の地域組織相互の連携体制の構築が必要、等

【グループインタビュー】

○「子どもにもわかるような実践的な防災訓練をしてほしい（エレベーターに閉じ込められた場合、ベラ

ンダからの避難の仕方）」（小学生）

○「自治会は高齢者対策に力を入れているようで子育て家庭は軽視されているようだ」（子育て世代）

○「ＢＣＰ（事業継続計画）は今後の課題。鉄鋼団地協同組合で研究している」（浦安鉄鋼団地協同組

合）
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施策のねらい

災害への備えや災害時の様々な対応については、市民・事業者・行政それぞれが個々に災害に備

え、行動するとともに、相互に協力して復旧活動や復興に向け取り組めるよう、各主体の連携強化

に取り組みます。

また、今回の震災では多くの自治体から支援を受けました。これらの自治体と今後も継続的な交

流を進めるとともに、他の自治体との交流を進め、大規模災害時においても助けあえる広域的な連

携体制の構築に取り組みます。

施策の方向性

○各主体が持つ災害時の行動方針をもとに、災害時における自治会などの地域コミュニティ、事業

者の役割や必要な活動について相互に理解を深めるとともに、各地域や全市を対象とした実践的

訓練などにより、相互に確認し合う取り組みを進めます。

○浦安市地域防災計画に基づく防災関係機関や公共的な団体、市内の事業者などとの災害時の速や

かな情報交換と人的・物的な協力が相互に行えるよう、災害時の応援協定の締結や合同防災訓練

の実施などによる連携強化を図ります。

○自主防災組織の強化を図るため、市内の自主防災組織同士の連携強化やボランティア・ＮＰＯな

どとの協力や交流を促進します。

○災害発生時の事業者相互の連携や地域コミュニティと連携した活動の検討や体制づくりを促進し

ます。

○発災後から速やかに地域の応急復旧活動に取り組むため、専門的な知識や経験を有する市内在

住・在勤者の災害時における協力体制のあり方について検討します。また、大学やＮＰＯとの災

害時の応援や協定、協働による訓練を通し、連携強化を図ります。

○今回の震災の経験を活かし、早期に被災地の救助・復旧活動などの支援に取り組む体制やしくみ

を整備するとともに、他自治体との相互応援協定に基づき、相互支援の体制やしくみを整備する

など連携強化を図ります。

○多くの自治体から支援を受けたことを契機に、支援を受けた自治体との継続的な交流と災害時に

おける相互応援協定の締結などを進めます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）市民・事業

者・防災関係機

関などとの連携

の強化

・総合防災訓練への参加

・地域防災訓練の実施

・防災関係機関や公共的な団体

その他防災上重要な施設管理

者との防災訓練の実施、災害

時の応援協定の締結推進

市

市民

事業者

(2)市民・事業者・行政などの連携強化

防災訓練への参加・実施

各種防災訓練の実施

災害時の応援協定の締結推進
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事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

２）ボランティ

ア、ＮＰＯなど

との連携の強化

・自主防災組織のネットワーク

化の推進

・地域コミュニティ・ボランテ

ィア・NPO の連携強化

市

市民

３）大学・専門家

との連携の強化

・大学との災害時の応援協定の

締結推進

・市内専門家との災害時の協力

体制の検討

市

市民

大学

４）広域的な自治

体との連携体制

の強化

・災害時における相互応援協定

の締結

・自治体との継続的な交流の推

進

市

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【地域コミュニティの醸成】
日頃の地域のコミュニケーションに基づく地域力が、災害時及び復旧時に大きな力になり、減災につな

がることを改めて認識させられた。住民同士が結束して対応にあたることにより、住民の不安の軽減や、
復旧・復興作業のスピードを上げることに大きな効果があった。
地域コミュニティを醸成することは安全で安心なまちづくりの根幹であり、減災についても自治会等が

果たす役割は大きくかつ重要である。
そのため、私たち市民は、
○日頃から、隣人との挨拶を心がけるなど、近隣との関係を密にし、信頼できる関係を築きます。
○自治会等による防災訓練などの地域活動に積極的に参加します。
地域では、
○自治会等が、震災における運営の反省点を踏まえ、防災組織の強化や体制の見直しなど行い、災害時
の地域力を強化します。

○民生委員等の活用により、日頃から災害弱者を把握するなど、地域住民への支援を強化します。
市には、
○地域コミュニティ醸成のため、自治会等に対し、様々な角度からの支援を求めます。
取り組みの方向としては、
・自治会への加入促進や自治会等の事業への支援
・自治会等の連携強化を促進するための支援
・自治会等の防災組織の体制づくりへの支援
・自治会等が行う防災訓練の充実・強化を促進するための支援
・自治会等への要支援者等の情報提供
・市の専門職と自治会が連携できる体制の整備
などを要望します。

自主防災組織のネットワーク化の

推進

地域コミュニティ・ボランティア・

NPO の連携

相互応援協定の締結

自治体との継続的な交流の推進

災害時の応援協定の締結推進

協力体制の検討
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各種意識調査より

【市職員アンケート調査】

○今回の震災後の応急・復旧活動の経験から、自治会等との連絡・連携体制の課題等について、次のよう

な職員の意見・提案がある

■ 自治会等との連絡・情報共有体制の強化が必要

・自治会や協力事業者、関係機関との地域防災無線での連絡もうまく機能しないことが多かった

・自治会等との日常的な連絡・情報共有体制の強化が必要

■ 地域における自主防災組織の災害対応体制の再構築が必要

・自治会を中心とした地域活動団体の日常的な連絡・情報共有体制の強化が必要

・自主防災組織における災害対策マニュアル作成や災害時の実践的訓練が必要
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施策のねらい

市民や在勤・在学者、来訪者が、災害時に必要な情報を受け取ることができるよう、防災行政

無線をはじめとする多重の情報発信手段を強化するとともに、情報通信システムの可用性を確保

します。

また、必要とする情報の収集と発信すべき情報の内容、対象者、手段などについて検討し、適

切に情報収集・発信できるしくみの強化に取り組みます。

また、発災後の円滑な応急復旧活動が行えるよう、災害対策本部と庁内各部署・施設、防災関

係機関や公共的な団体、自主防災組織などと相互に迅速かつ正確な情報収集・発信できる体制や

しくみづくりに取り組みます。

施策の方向性

○発災情報をはじめとする災害時の様々な情報を市民などに伝えられるよう、防災行政無線や地域

防災無線、市ホームページ・ツイッター、携帯メール、広報車、広報うらやす号外や情報チラシ

の随時配布、情報掲示板、自治会などを通した伝達などの既存手段の活用と工夫、新しい技術の

導入の検討など、様々な状況に対応できる多重の情報発信手段を強化します。

○的確かつ速やかに求められる情報を収集・発信するため、収集・発信すべき情報の内容や対象者、

手段などについて検討し、通信手段の被害状況などに応じて各種の発信手段が円滑に運用できる

体制・しくみを整備します。特に、各種の情報通信システムが使用できない場合に備え、地域コ

ミュニティや事業者などと連携し、情報収集や発信のしくみの強化を図ります。

○発災後に寄せられる市への問い合わせに対応する通信回線や受信体制を強化するとともに、市民

などから寄せられる様々な情報を集約し、迅速に対応する体制の強化を検討します。

また、災害時の人命に関わる緊急通報は大変重要であることから、市民に対し、緊急通報を使用

する場合のルールなどについて周知を図ります。

○発災後の災害対策本部と庁内各部署・施設、避難所、防災関係機関や公共的な団体、自主防災組

織などとの連絡手段となる情報通信設備を効率的に運用できるよう、継続的定期的に訓練を行う

とともに、情報共有体制の強化を図ります。

(３)情報収集・発信のしくみの強化
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■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）情報収集・発

信機能の強化

・重要なお知らせメールサービ

スや公式ツイッターなどによ

る情報発信方法の周知と受信

登録の促進

・情報発信手段の強化

・情報通信システムの可用性の

確保

・内容、対象者、手段などの検

討

・市民からの情報収集と体制強

化の検討

・防災関係機関などとの情報共

有体制の強化

市

市民

事業者

情報発信手段の強化

情報通信システムの可用性の確保

内容・対象者・

手段などの検討

メール・ツイッター等による情報

発信方法の周知と登録の促進

情報共有体制の強化

情報収集と体制

強化の検討

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【情報提供の強化】
大規模な災害が発生した際、市民にとって最も必要になるのは情報である。正確な情報を迅速に入手で

きれば被害を最小限に抑えることができる。また、市民の不安感を取り除くのも情報であり、情報を取得
するための仕組みを市民・自治会等・市とで確立しておく必要がある。
そのため、私たち市民は、
○自らが多様な情報媒体を活用し、情報収集にあたります。
○家族の安否に関する連絡方法を決めておきます。
○行政からの重要なお知らせメール、伝言ダイヤルなどを活用します。
○最寄りの避難場所を知っておくなど、日頃から自分で対策を講じます。
地域では
○自治会等が、高齢者や障がい者などの情報弱者に対し、情報収集、提供などの役割を担います。
○自治会等が地域住民に正確な情報を提供していくため、自治会掲示板や安否シールなどを活用し、災
害情報の提供や住民の安否確認をします。

○自治会等は生徒・児童などの安否確認についての学校との連絡体制を確立します。
市には
○正確な情報を迅速に入手できれば被害を最小限に抑えることができることから、情報提供の強化を求
めます。

取り組みの方向としては、
・多様な情報通信システムの整備を図り、正確な情報の迅速な提供
・停電時等の情報の提供のあり方の検討
・防災行政無線の災害時の運用方法の改善
・公民館、学校、避難場所の施設を、災害時には地域における情報発信拠点としての活用
・自治会へ高齢者や障がい者などの要支援者情報を提供
などを要望します。
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○震災後の情報入手手段として多くの人が挙げたのは「マスメディア（44％）」「市のホームページ

（40％）」「防災無線（38％）」「重要なお知らせメール（35％）」。

○ただし、情報入手手段には年代別に違いがある。

・「市のホームページ」「重要なお知らせメール」を挙げた人は 20～30 代、40～50 代の人の４～５割に

上るが、60代以上ではいずれも約２割と低くなる。

・20～30代では「ブログ･ＳＮＳなど」を挙げた人が31％と多世代に比べて高かった。

・60代以上では「広報うらやす」「自治会からの回覧」を挙げる人が約３割で、多世代に比べ高かった。

○自由意見において、「防災無線が聞こえなかった」との意見が多数寄せられた。

【市職員アンケート調査】

○今回の震災後の応急・復旧活動の経験から、本市の災害時の情報収集・伝達体制や市民への広報・相談

体制の課題等について、次のような職員の意見・提案がある。

■ 各部署や各施設で職員が迅速に災害情報を得られるシステムの構築が必要

■ 市役所（災害対策本部）と避難所への直行職員や市内各施設、関係機関等との連絡手段・体制の再

構築が必要

■ 市民への迅速・正確な情報伝達手段・体制の再構築が必要

■ 災害時の市民の問い合わせ・苦情への対応体制・仕組みの強化が必要

■ 上下水道・道路等の復旧情報の迅速・正確な情報提供体制・仕組みの強化が必要

【Ｕモニアンケート調査】

○震災直後に困ったこととして、「携帯電話（含むメール）、一般加入電話の不通」が第２位（39％）に挙

げられている。（震災直後編）

○応急復旧の間の災害情報の入手手段として、「重要なお知らせメール」（55％）が最も多く、次いで「市

のホームページ」（52％）、「防災行政無線からの放送」（41％）の順で多い。また、「市公式ツイッタ

ー」も21％で第５位となっている。（応急復旧編）

【障がい者福祉計画ヒアリング】

○防災無線や広報車の音声が聞き取りにくい、文字情報がないなど、非常時の市からの情報提供に不安が

ある。

【グループインタビュー】

○「高齢者には防災無線は聞こえない。災害メールも使えない人が多い。タイムリーに正確な情報が伝わ

るよう、複数の種類での情報提供を工夫する必要がある」（介護事業者）

○「地域情報提供をタイムリーに行なってほしい。インターネットを使った情報発信を充実させたい」

（子育て世代）

○「自治会がマンションの1階に掲示した文字情報が役に立った」（子育て世代）

○「防災無線の多言語化が必要」（在住外国人）

○「国際センター図書館（英字新聞を見るため）、パソコンセンターを震災時も開設してほしい」（在住外

国人）
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施策のねらい

災害状況や被災状況を踏まえて市民が迅速に避難するため、国や県における被害想定の見直しを踏

まえつつ、地震による建物の倒壊や火災の発生、洪水・高潮・津波などの避難対策を検証し、見直し

に取り組みます。

特に、発災後の高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦などの災害時要援護者をはじめ、避難

誘導の支援など、地域や保育園・幼稚園、小・中学校、福祉施設などにおける災害時要援護者の安全

確保対策の確立に取り組みます。

また、地域の状況に応じて、地域コミュニティや学校教職員、市職員などが役割分担・協力して、

小中学校などにおいて迅速に避難所を開設し、避難者、災害時要援護者などに配慮しながら円滑に避

難所を運営できるよう取り組みます。また、男女のニーズの違いなど男女双方の視点などに配慮しな

がら、避難所の運営への女性の参画を促進します。

地震発生に伴い、市内在勤・在学者、来訪者及び市外に通勤・通学して帰宅困難となる市民に対す

る発災後の対応方法について周知を図るなど、帰宅困難者対策に取り組みます。

施策の方向性

○想定する災害の特性を踏まえた避難場所や避難方法について検討するとともに、市民が災害時に

迅速かつ安全に避難できるよう避難場所の周知や誘導サインの整備など、総合的な避難対策の強

化を図ります。

○保育園、幼稚園、小中学校、病院、福祉施設などの公益施設における利用者の安全確保や避難誘

導、子どもの保護者への引き渡しが円滑に行われるよう、各施設の防災計画や行動マニュアルな

どの見直し・作成を推進します。

○地域特性に応じて、学校教職員や市職員が自治会などの地域コミュニティと役割分担・協力のも

と小中学校などにおいて迅速に避難所を開設するとともに、地域コミュニティが主体となり、市

職員や学校教職員、ボランティアなどの様々な主体が連携して避難所を運営するための計画や行

動マニュアル作成を促進します。

○円滑に避難所が運営できるよう、また、被害状況に応じて近接する避難所相互の協力ができるよ

う、自治会などの地域コミュニティ同士の日常的な交流や協力体制づくりを促進します。

○分譲集合住宅については、自主防災組織と住宅管理組合の連携のもと、自立した避難所として運

営できるよう、支援のあり方について検討します。

○避難場所などに整備されている防災備蓄倉庫の備蓄物品・資機材の充実・更新を図るとともに、

誰もが備蓄物品・資機材を扱うことができるよう、訓練などを通して利用方法の習熟を図ります。

○帰宅困難者対策については、国や県の検討を踏まえ、帰宅困難となった場合の対応方法について、

市民などに周知するとともに、県・市・事業者における連携強化を図ります。

(４)避難対策の強化と円滑な避難所運営体制の確立
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■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）地震とそれに

伴う火災、液状

化と、洪水・高

潮・津波などの

各種災害を想定

した避難対策

・避難場所の周知及びサインの

整備

・保育園・幼稚園における幼児

の避難誘導、安全確保に関す

る行動指針の見直し及び作成

・学校における児童、生徒の避

難誘導、安全確保に関する行

動指針の見直し及び作成

・病院・福祉施設などの公益施

設における利用者の避難誘

導、安全確保に関する行動指

針の見直し及び作成

市

事業者

２）避難所施設や

地域の特性を考

慮した避難所運

営対策

・避難所開設・運営マニュアル

の作成

・地域コミュニティにおける日

常的な交流・協力体制づくり

市

市民

３）防災備蓄の定

期点検・運用訓

練

・防災備蓄倉庫の資機材を使っ

た自主防災訓練の実施

・受水槽の緊急遮断装置の設置

支援、運用訓練の実施

・災害時に備えた非常用電源、

防災資機材の備蓄などの段階

的整備

・災害非常用トイレの備蓄

・福祉避難所支援物資の充実

市

市民

事業者

４）帰宅困難者対

策

・帰宅困難となった場合の対応

方法の周知

・県・市・事業者の連携強化

県

市

市民

事業者

災害時の避難場所の周知

各施設の行動

指針の見直し

病院・福祉施設などの行動指針の

見直し及び作成

避難所開設・運営マニュアルの作成

地域における交流・協力体制づくり

福祉避難所支援物資の充実

自主防災訓練の実施

受水槽の緊急遮断装置設置支援

帰宅困難時の対応の周知

県・市・事業者の連携強化

非常用電源、防災資機材の備蓄

災害非常用トイレの備蓄の充実
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ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【防災・被災体制の強化・施設の整備】
今回の震災で、私たちは大きな経験をした。この経験を活かし、自治会等では防災体制の再検証や強化

を図るとともに、市民個人においても、消火訓練や普通救命救急訓練を受けるなど、いっそう大震災を意
識した実践的な取り組みをしていく必要がある。
市においても、災害に対する施設整備や、被災した際の体制の強化や対策を講じることが必要である。
そのため、私たち市民は
○火災などの被害を最小限に抑えるため、消火器訓練や身近な人の命を守れるようにするための普通救
急救命講習会を受講するなど、防災訓練等に積極的に参加します。

地域では
○地域での防災組織が効果的に機能するため、先進的な防災組織の運営方法を取り入れるなど、組織体
制を再検証します。

市には
○液状化、水害、火災、建物被害そして、負傷者の発生など様々な形を想定した体制強化及び施設整備
対策を求めます。

取り組みの方向としては、
・全市的な消防体制の充実を図るための効果的な施設整備。
・災害時には医療救護の必要性が高いことから、災害時派遣医療チーム及び医師会等専門家の連携を図
りながら、市民の救護に当たれるように体制を強化。

・津波について、正確な情報を把握し、それに対応した避難場所の再検証や堤防の強化。
○帰宅困難者問題については、被災時に大きな問題であるが、個々で判断すると混乱が生じるため、行
政が対策を講じるよう求めます。

取り組みの方向としては、
[市内滞留者向け]
・市内の事業所や学校などと連携して、交通が途絶しているような場合には、それぞれの施設において
待機するよう周知。

・帰宅困難者が適切に帰宅又は避難ができるよう、交通機関と協力して交通手段や避難所などの情報を
提供。

[市外帰宅困難者向け]
・市外に在勤・在学して帰宅困難となる市民に、交通機関が途絶した場合には、勤務先や学校に留まる
ように周知。

・帰宅できない市民の家族を支援できる体制を整備。
などを要望します。
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

○自由意見欄に将来の津波被害を心配する意見が多数寄せられている。

【市職員アンケート調査】

○今回の震災後の応急・復旧活動の経験から、本市の市民等の避難対策の課題等について、次のような

職員の意見・提案がある。

■ 避難所となる小中学校における円滑な避難所開設体制の構築が必要

■ 避難所となる施設と災害対策本部との連絡手段・体制の再構築が必要

■ 避難所の運営体制の構築が必要

■ 避難所の備蓄の定期的検査や備蓄内容の見直しが必要

■ 学校施設の避難所等としての設備の充実や施設利用のルールづくりが必要

■ 津波等の複合災害を想定した避難誘導対策の検討が必要

【グループインタビュー】

○「公園は避難場所なのに、液状化で使えなくなった。こういったことを想定して避難場所を指定すべ

き」（小学生）

○「地震が起きた時にどこに行ったらよいか分かる『徒歩帰宅マップ』をつくりたい」「いつもここで

地震にあったらどうやって逃げるか、ということをチェックすることが大事」（小学生）

○「津波に備え小学校と近くの中高層マンションとで避難協定を結んではどうか」（子育て世代）

○「新町には高いマンションがあるが、オートロックで入ることができない」（子育て世代）

○「自治会が開設した避難所は、子どもが多い家庭は利用しにくかった」（子育て世代）

○「指定避難場所はあるが、寒さ対策も食料もなく、高齢者が避難できる状況でなかったとの話を聞い

た」（介護事業者）

○「津波対応は、市で作成している方針に基づいて考えていくので、情報を共有したい」（舞浜リゾー

ト協議会）
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施策のねらい

将来起こりうる災害においても、発災直後から緊急的な医療救護活動が速やかに行われ、避難

生活を送る時期も安心して診察や手当てを受けられるよう、病院・診療所の機能の強化や消防

署・医療機関などの連絡・情報共有体制の強化、救護所の機能の充実など、医療救護体制や機能

の強化に取り組みます。

施策の方向性

○医療拠点施設となる病院などが災害時も自立した医療活動を行うために必要となる耐震化を促進

するなど、災害時の病院・診療所の機能の強化を図ります。

○傷病者のトリアージや軽傷者の応急手当、助産救護などを行う救護所の活動体制づくりなど、救

護所の機能の充実を図ります。

○県の災害対策本部が定める災害拠点病院との連携による災害時の応急医療システムを迅速に構築

し、市内においては各病院・診療所などとの連携により即応できる医療・救護体制の強化を図り

ます。また、市民に対し、救護活動の周知を図ります。

○大規模災害時に派遣される医師や看護師の受入体制を確保するとともに、円滑に医療救護活動を

行える支援体制の充実を図ります。

○災害時でも迅速な緊急搬送ができるよう消防署・医療機関などの連絡・情報共有体制の充実を図

ります。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

2４・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）災害時の病

院・診療所の機

能強化の促進

・病院・診療所の耐震化の促進
市

医療機関

２）救護所の機能

の充実
・救護所の活動体制づくり

市

医療機関

３）医療救護体制

の充実

・医療救護計画の具体化

・医師・看護師の受入及び活動

支援体制の強化

・連絡・情報共有体制の強化

市

医療機関

(５)医療救護体制の強化

病院・診療所の耐震化の促進

救護所の機能の充実

医療救護計画の具体化

情報共有体制の強化



61

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【防災・被災体制の強化・施設の整備】
今回の震災で、私たちは大きな経験をした。この経験を活かし、自治会等では防災体制の再検証や強化

を図るとともに、市民個人においても、消火訓練や普通救命救急訓練を受けるなど、いっそう大震災を意
識した実践的な取り組みをしていく必要がある。
市においても、災害に対する施設整備や、被災した際の体制の強化や対策を講じることが必要である。
そのため、私たち市民は
○火災などの被害を最小限に抑えるため、消火器訓練や身近な人の命を守れるようにするための普通救
急救命講習会を受講するなど、防災訓練等に積極的に参加します。

地域では
○地域での防災組織が効果的に機能するため、先進的な防災組織の運営方法を取り入れるなど、組織体
制を再検証します。

市には
○液状化、水害、火災、建物被害そして、負傷者の発生など様々な形を想定した体制強化及び施設整備
対策を求めます。

取り組みの方向としては、
・全市的な消防体制の充実を図るための効果的な施設整備。
・災害時には医療救護の必要性が高いことから、災害時派遣医療チーム及び医師会等専門家の連携を図
りながら、市民の救護に当たれるように体制を強化。

・津波について、正確な情報を把握し、それに対応した避難場所の再検証や堤防の強化。
○帰宅困難者問題については、被災時に大きな問題であるが、個々で判断すると混乱が生じるため、行
政が対策を講じるよう求めます。

取り組みの方向としては、
[市内滞留者向け]
・市内の事業所や学校などと連携して、交通が途絶しているような場合には、それぞれの施設において
待機するよう周知。

・帰宅困難者が適切に帰宅又は避難ができるよう、交通機関と協力して交通手段や避難所などの情報を
提供。

[市外帰宅困難者向け]
・市外に在勤・在学して帰宅困難となる市民に、交通機関が途絶した場合には、勤務先や学校に留まる
ように周知。

・帰宅できない市民の家族を支援できる体制を整備。
などを要望します。

各種意識調査より

【市職員アンケート調査】

○『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「災害時緊急医療

機関の防災体制の充実」をあげる職員が34％あり、次のような意見がある。

・災害時にも緊急医療機関として有効に機能するよう、災害時緊急医療機関の防災体制の充実が必要

・災害時の消防署と医療機関等との連絡体制の再構築が必要

・大規模に被災者が発生する事態を想定した災害時緊急医療体制の充実が必要

【グループインタビュー】

○「災害時の救急医療の充実」を求める指摘がある（子育て世代グループインタビュー）

○「ゲストがショックで寝込んでしまったが、救急の電話が通じず、ホテルから直接病院に運ぶことになり

困った」（舞浜リゾート協議会グループインタビュー）
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地球環境に配慮した都市づくりの観点から、省エネルギーや再生可能エネルギーの利用などの必

要性が認識されてきました。さらに、今回の震災では、液状化によるライフラインの被害が市民生

活や企業活動の継続に大きな影響を与えました。このような教訓を踏まえ、災害時にも、自立的に

生活が継続でき、環境に配慮した持続可能な都市づくりを進めることが重要です。

また、復旧・復興に取り組む際に、単にこれまでのまちの姿に戻すのではなく、震災の教訓を踏ま

えた新しい価値を付け加え、浦安のまちのイメージアップを図る視点が大切です。市民アンケートで

は、「復興に向けた施策として、都市基盤施設の復興以外で重視すべきもの」として、「良好な住環

境・質の高い都市空間の再生」「地域イメージの向上」を求める声が多く寄せられています。そこで、

復旧や災害に強いまちづくりに取り組むとともに、元町地域、中町地域、新町地域、工業ゾーン、ア

ーバンリゾートゾーンそれぞれの地域特性を活かしたまちの魅力を創生していくことが重要です。

また、埋立地の地盤特性の脆弱性がクローズアップされましたが、地域住民の定住意向・地域への

愛着には大きな変化がありませんでした。この背景には、本市がこれまで取り組みを進めてきた子育

て支援・福祉施策をはじめとする行政サービスなどによって、子育てのしやすい、住みやすいまちと

いった評価が定着していることに加えて、今回の震災で強固になった地域コミュニティの絆が、地域

住民のふるさと意識を醸成し、新たな地域価値を生み出しているものと捉えられます。この地域の絆

と支えあいによる地域協働の促進により、地域福祉の基盤を充実し、誰もが住みやすい環境を整える

ことが重要です。

さらに、復興を支えるためには、東京ディズニーリゾートと浦安鉄鋼団地という浦安を代表する

産業集積や、市内の経済・雇用を支える中小企業の活性化が不可欠です。震災時における、元町地

域と中町・新町地域間の助け合いは都市型コミュ二ティの新しいあり方を示し、また東京ディズニ

ーリゾートにおけるきめ細やかなキャストのゲストに対するホスピタリティは、浦安のイメージを

向上させました。元町地域などの地域コミュニティと一体となった様々な個性ある地域産業や地域

資源、鉄鋼団地やアーバンリゾートゾーンといった全国的に展開する産業が持つ広域的ネットワー

クや情報発信力などを連携させ、一体となって浦安の産業・観光を振興し、浦安の魅力を内外に発

信することが重要です。

また、震災を境に、市民が主体となって復興を願ってのクラシックコンサートやダンスパフォー

マンスなど様々な文化・スポーツイベントが行われてきました。こうした文化活動やスポーツを通

した様々なイベント・祭りなど、震災後の市民、地域コミュニティ、産業界などの交流や行政との

協働による交流の取り組みは、市民生活や産業活動の活力を取り戻し、皆が一丸となって復興に取

り組む原動力となる絆を育むものとなりました。本市の市民文化の持つ力とそれを支える文化・ス

ポーツ施設のストックを活かして、市民の生きがいや地域コミュニティを育むとともに、産業や観

光と連携して浦安の魅力を内外に発信することが重要です。

一方、液状化において未曾有の災害を経験した都市として、その経験を風化させず、教訓をふま

えて今後の災害に備えた対策に様々なかたちで活かすことが必要です。特に、すべての市民が自ら

の身を守ることができるように、実践的な防災・環境教育を進めていくことが重要です。

さらに、今回の震災では、市民、事業者、行政が、それぞれの責任と役割を果たしつつ、相互に

協力し合う協働の重要性を認識しました。特に、地域での住民・事業所同士の支え合いや自治会、

ＮＰＯ、産業団体など様々な組織が協力し合う経験は、本市の各地域における住民自治の展開の礎

となるものです。そこで、今まで培ってきた市民同士の協力関係を基礎としながら、災害時にも対

応できる地域内自治の体制づくりを進めていく必要があります。

新生浦安に向けた環境共生都市
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このような震災の経験と浦安の特性を踏まえ、「新生浦安に向けた環境共生都市」をめざし、次の

ような施策を展開していきます。

1 震災を乗り越え持続可能な都市づくり

2地域特性や資源を活かした魅力の創生

3誰もが暮らしやすい地域づくり

4多彩な市民文化と産業・観光振興による浦安の魅力発信

5震災の経験を後世にも伝える防災・環境教育の推進

6災害時でも粘り強く対応できる地域内自治体制の整備
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施策のねらい

今回の震災によるライフライン被害、また震災に伴う電力不足の経験を踏まえ、誰もが安心し

て暮らせるまちづくり、新しい未来に向けた浦安のブランディングをめざし、地域の人々が毎日

の生活の中で、進んで環境に配慮し、まちへの愛着を深め、共生できる未来志向のまちづくりに

中・長期的な視点で取り組みます。

また、中町・新町地域の一部にみられる人口の固定化、高齢化の進行を抑制するために、ライ

フステージに合った住宅への住み替えを支援していきます。

施策の方向性

○新町地域で開発が予定される区域をコアゾーンとしながら、産官学の連携により、環境技術の導

入や新しい生活サービスの導入も視野に入れ、市域全体を対象に環境価値、社会的価値、経済的

価値を創造する持続可能なまちづくりに取り組みます。

○公共施設や住宅・事業所において、省エネルギー機器の導入や、太陽光などの再生可能エネルギ

ーの活用を促進し、環境と共生する都市づくりを進めます。

○災害時にライフラインが途絶しても、日常生活が継続できるように、地域における自立的なエネ

ルギー供給、汚水処理などの仕組みづくりのための調査・研究を行います。

○シニア世代の持家を借り上げ、子育て世帯などへの転貸をする「住み替え支援制度」の導入の検討

や、住み替え情報の提供などにより、ライフステージに合った住み替えの促進・支援をします。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）産官学連携に

よる環境共生都

市への展開

・産官学が一体となった「浦安

環境共生都市構想」の検討

・企業の先端技術やノウハウ

を活かした環境共生都市構

想の推進

事業者

大学

市

２）災害時にも自

立して生活継続

できる仕組みづ

くり

・省エネルギー化の推進・促進

・再生可能エネルギー（太陽

光など）の活用促進

・自立的なエネルギーの供

給、汚水の処理などの調

査・研究

市民

事業者

市

３）ライフステー

ジに合った住み

替えの促進・支

援

・住み替え支援制度の導入検
討

・住み替えに関する情報提供

市民

事業者

市

1 震災を乗り越え持続可能な都市づくり

構想の

検討

企業との連携による環境共生

都市構想の推進

再生可能エネルギーの活用や省エネルギ

ー化の推進

新たな汚水処理機能の調

査・研究

住み替え支援制度の導入

検討

住み替えに関する情報提

供
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ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【ライフラインの復興】
発災後、市内では液状化現象による家屋・道路等の損傷、大量の土砂の噴出、上下水道などのライフラ

インの寸断などが発生し、日常生活や生活基盤に大きな影響が生じた。
生活していくためには、ライフラインは欠かせぬものであり、災害に強いインフラを整備する必要があ

る。また、被災した際には、早急な復旧は当然であるが、復旧までの対応については、自助・共助の考え
方も重要である。
そのため私たち市民は
○ライフライン断絶を想定し、生活するうえで必要な水や食料、簡易トイレなどを備蓄しておきます。
地域では
○自治会等がスコップや土嚢袋など災害時に対応するための防災用品を備蓄します。
○困ったときに助け合えるよう、地域コミュニティ同士の情報収集・発信を行い、普段から元町・中
町・新町のつながりを深めます。

市には
○防災だけでなく、減災を強く意識した対策、被災した際
の早急な対応を求めます。
取り組みの方向としては、
・液状化を想定した災害に強いインフラ整備。
・下水道については、市民生活上特に困窮する問題であるため、市として自立した下水道処理施設を設
けるなど、抜本的な対策の実施。

・避難所における防災用品の充実化。
・被災の際、仮設トイレの早期設置や、避難所になる学校等の施設・設備の早期復旧。
・被災の際、損壊したインフラの早期復旧。
などを要望します。

【経済（観光）の活性化】
…略…
市には
○環境に配慮した再生可能エネルギーの普及を推進するとともに、市内レンタルサイクルなどの自転車
の活用や路面電車、水上バスなどの新しい交通システムの再検討を進め、観光を通じた元気で魅力あ
る浦安の創生を求める。

各種意識調査より
【市民アンケート調査】
○『東日本大震災後１か月の間』で困ったこととして、「上下水道が使えなくなったこと」が 79％と最も多
く、将来の災害に備えて『市の対策で期待すること』として、第２位に「非常用生活設備の確保」
（59％）が多くあげられている。

【市職員アンケート調査】
○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧をめざすために重点的に取り組む施策』として、「省エネル
ギーや再生可能エネルギー利用の促進」に23％の回答があり、次のような意見提案があった。
・電力不足の経験などを踏まえて省エネルギーや再生可能エネルギー利用の促進が必要
・家庭や事業所における省エネルギー、再生可能エネルギー利用の促進が必要
・再生可能エネルギー利用のモデル的な取り組み、自然を生かした海岸保全へのモデル的な取り組みも必
要

・自立型エネルギー源の確保が必要、など
【Ｕモニアンケート調査（震災直後編）】
○震災直後に困ったこととして、「電気・ガス・水道などが使えなかった」が43％と最も多くなっている。
【「0311 そのときあなたは？ 子育て世代の声」（子育て応援メッセ実行委員会）】
○今後の災害時に備えて行政に対応してもらいたい支援・体制について、「子どもの飲料水」が最も多く
71％となっている。

【「東日本大震災」緊急アンケート（浦安商工会議所）】
○計画停電により営業に支障があるという回答が一番多く、営業または操業に支障があるものとしては
「電気」（36％）「水道」（31％）「下水道」（25％）となっている。

【グループインタビュー】
○「道路が真っ暗になったので、停電時も点く太陽光を利用した街灯をもっと増やしてほしい」（小学生）
○「当ホテルは、自家発電を持っているが、燃料は重油のため、調達が大きな課題だった」（舞浜リゾート
協議会）

○「東京都で検討しているように、複数の電力供給の仕組みがあるとよい」（舞浜リゾート協議会）
○「トイレが使えなかったことが一番不便だった」（浦安鉄鋼団地協同組合）
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施策のねらい

中町・新町地域の住宅地の再生は、浦安の復興の要とも言えます。そこで、復旧・復興事業や

住宅地の液状化対策を進める中で、景観や環境に配慮した、より質の高い住宅地への創生を図り

ます。

元町地域においても、浦安駅周辺の再整備など災害に強いまちづくりの一層のスピードアップ

が求められています。また、今回の震災時には、被害の少なかった元町地域と甚大な被害を受け

た中町・新町地域の助け合いが見られました。このような地域間交流は、まちの魅力を高めるだ

けでなく、非常時における防災力の向上につながります。地域間交流を促進するため、魅力ある

都市空間の整備に取り組みます。

さらに、三方を海と川に囲まれた浦安の特性を活かし、水辺を活かした空間づくりを進めると

ともに、都市基盤施設の復旧・復興や液状化対策にあわせて、公共空間の魅力の向上を図ります。

施策の方向性

○元町地域では、過密市街地の再整備にあわせて、元町地域と中町・新町地域の人々が交流できる

スポットづくりや地域資源をつなぐまちづくりに取り組みます。

○元町地域の玄関口である浦安駅周辺について、市民が誇りをもてるまちなか拠点の再生に向けス

テップバイステップで再整備を進めます。

○被災した中町・新町地域の戸建住宅地では、住宅の再建にあわせて、景観形成や環境に配慮した

魅力のある住宅地として再生するために、景観計画の推進や地区計画導入支援などを行うととも

に、長期にわたり良好な住環境の保全に向けた取り組みを促進します。

○集合住宅においては、ライフラインの復旧や共用空間・共用設備の改修などにあわせて、その魅

力が高まるよう新たな環境技術やライフステージに合わせた生活サービス機能などの導入や共用

空間などの適正な維持管理を促進します。

○液状化の際に発生した噴出土砂などを利用して、緑化の推進とともに津波や高潮被害の軽減効果

もある緑の防潮堤や丘づくりを、市民参加・協働により整備します。また、三番瀬や河川沿いの

緑地の整備などにより、魅力ある水辺空間づくりを進めます。

○シンボルロードなどの幹線道路や河川の護岸について、復旧事業や液状化対策にあわせて、道路

と一体となった沿道部分の整備を含む公共空間を中心とした景観形成を進めます。

2 地域特性や資源を活かした魅力の創生
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■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）元町地域の資

源の再認識と有

効活用

・過密市街地における交流ス

ポットづくり

・地域資源をつなぐ散策路の

整備

・浦安駅周辺ステップ１事業

による交通環境、景観整備

の実施

市民

事業者

市

２）中町・新町地

域の住宅地の魅

力の創生

・戸建住宅地の住宅の再建に

あわせた住宅地の魅力づく

り、保全のための誘導・支

援

・マンションの新たな環境技

術や生活サービス機能の導

入促進

市民

事業者

市

３）治水機能の強

化と調和した魅

力ある水辺空間

づくり

・噴出土砂を活かした市民参

加・協働による緑の防潮堤

や丘づくり

・三番瀬や河川沿いの緑地整

備

市民

事業者

県

市

４）シンボルロー

ドなどの公共空

間の景観の再生

・復旧事業・液状化対策にあ

わせた景観・環境に配慮し

た幹線道路・河川護岸の整

備の推進

・道路と一体となった沿道の

壁面後退部分の整備のあり

方の検討

市民

事業者

市

交流スポット、散策路の整備

浦安駅周辺の交通環境、景観整備

戸建住宅地の魅力づくり、保全のための

誘導・支援

マンションの新たな環境技術や生活サー

ビス機能の導入促進

三番瀬や河川沿いの緑地

整備

景観・環境に配慮した幹線道路・河川護

岸の整備、壁面後退部分の整備のあり方

の検討

緑の防潮堤や丘づくり
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ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【森の防潮堤の設置】

森の防潮堤の設置に関しては、下記の通り有効と考えるので、設置する方向で、総合的に判断しなが
ら、長期的な計画づくりを願いたい。
[有効と考える理由]
・森の防潮堤を作ることで、津波や高潮などの減災に有効であると考える。
・復興工事の瓦礫や液状化による噴出土砂を利用することにより、コストの削減や資源の有効活用が見
込まれる。

・市民が森づくりに参加することで復興に向けた市民意識を高める効果が期待される。
[考慮すべき事項]
・管理者の問題、水辺の景観、鳥・虫等の害、不審者・不法投棄等の犯罪増加が懸念されるため、費用
や防犯、景観などを考慮すべき。

【水辺資源の活用】
浦安は、まちに境川や見明川などを有し、三方を海や川で囲まれている。しかしながら、市民が水辺に

親しみやすい環境とは言い難い。浦安が親水性を高めるまちづくりを進めることが、まちの価値を高めて
いくことになる。
水辺資源を有効に活用するため、安全性を考慮し、観光船の就航や浜辺の造成、水際のサイクリングコ

ースの設置などを行い、浦安独自の魅力を創生していくことが、まちが元気になっていくことにつながる
ものと考える。さらには、災害時の対応のため、物資の搬入や避難移動の拠点にも活用できる港の設置も
望まれる。
そのため市民や地域では、
○自然を守るという意識を高め、自治会などの地域において、水辺を活かしたイベントを通じ、浦安の
水辺を大事にするという考えを育成し、市民中心の水辺をいかしたまちづくりに繋げていきます。

市には、
○水辺の浄化などの環境整備を進め、親水性を考えた護岸づくりや浜辺の造成などのハード面の整備を
求めます。

各種意識調査より
【市民アンケート調査】
○復興に向けた施策として、『都市基盤施設の復興以外で重視すべき』ものとして、第２位に「良好な住環
境・質の高い都市空間の再生」（38％）、第４位に「地域イメージの向上」（29％）が多い。

【市職員アンケート調査】
○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「良好な住
環境・高質な都市空間の再生」6％、「浦安ブランドの再生・創生」9％などの回答であった。
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施策のねらい

子ども・高齢者・障がい者などが住みやすいまちは、誰にとっても暮らしやすいまちです。年

齢や障がいの有無などにかかわらず、すべての市民が安全で快適な生活を営むことができるよう

ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。

本市では、介護・福祉・医療体制の充実や、子育て支援を進めてきました。今回の震災において

も、高齢者や障がい者などの災害時要援護者に対する地域での助け合いや、子育て世代間での助け

合いが多く行われました。このような経験を踏まえ、日常時においても、高齢者、障がい者、幼児、

小・中学生に関する関係行政機関、福祉サービス事業者、関係団体、地域の連携を強化するととも

に、地域における支援を活発化していきます。

施策の方向性

○在宅介護ニーズに対応して、介護・福祉・医療体制の充実、関係機関の連携強化を進め、高齢者

や障がい者が住みやすい環境を整えます。

○保育ニーズにあった施設整備や子育て支援サービスの充実を図り、子育て家庭が住みやすい環境

を整えます。また、災害時に保育園・児童育成クラブなどの既存施設が開所できるとは限らない

ことから、その代替機能について検討するとともに、災害時にも施設の早期再開が図れるような

環境整備について調査・研究に取り組みます。

○災害時に子どもの安全を確保できるように、子育てや教育に関する関係機関相互の連携や、関係

機関と保護者の日常的な連絡体制を強化します。

○自治会やＰＴＡ、老人クラブなどの地域活動団体を中心に、子ども・高齢者の日常的な見守り活

動、子育て支援活動を展開するとともに、地域における子育て世代と他世代の交流を促進します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）福祉基盤の充

実

・介護、福祉、医療体制の充

実、関係機関の連携強化

・子育て支援サービスの充実

・災害時における既存施設の

代替機能の検討

・災害時にも早期再開が図れ

る環境整備の調査・研究

・子育て、教育に関する関係

機関の連携強化

・高齢者などの見守り、子育

て支援、子どもの安全確保

などの地域活動の推進

・子育て世代と他世代の交流

促進

市民

事業者

市

3 誰もが暮らしやすい地域づくり

介護、福祉、医療体制の充実、関係機関

の連携強化

子育て支援サービスの充実、子育て、教

育に関する関係機関の連携強化

高齢者の見守り、子育て支援、子どもの

安全確保などの地域活動の推進

子育て世代と他世代の交流促進

災害時における既存施設

の代替機能の検討

災害時にも早期再開が図れ

る環境整備の調査・研究
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各種意識調査より
【グループインタビュー】
○「災害時の要介護者の支援について、市施設、介護事業所、病院の協力・連携体制が不十分だった」（介
護事業者）

【障がい者福祉計画ヒアリング】
○災害時のボランティアを速やかに頼める体制の整備が求められている。
○緊急時に支援が必要な対象者を普段から把握しておくことが求められている。
【公立保育園フォーラムアンケート】
○全体の 53％が「再び震災が発生し、保育所が休園となった場合に、保育を必要とする保護者を支援する
対策」を希望している。
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施策のねらい

行政、市民、事業者が協力して、既存の浦安の特色ある名産品や新たな地域ブランド品を開発

し、地域産業の活性化を進めます。

さらに、観光産業や地域商業を活性化し、都市のイメージを向上させるために、浦安のまちの

魅力や復興の姿について情報発信を積極的に行うとともに、浦安のまちが一体となって、都市観

光の推進を図ります。

また、まちの復興を支える推進力となるよう、文化・スポーツの振興によりまち全体のにぎわ

いを創出し、市民がいきいきと躍動する姿を全国に発信していきます。

施策の方向性

○焼蛤や焼あさりなど、浦安の特色ある名産品も大事にしつつ、新しい地域ブランド品の開発・Ｐ

Ｒにより、地域産業の活性化に取り組みます。

○観光庁や浦安商工会議所と連携し、来訪者への観光情報のネットワーク化を進めます。

○アーバンリゾートゾーンや元町地域の歴史的資源を活用して、市民も楽しめる都市観光を推進

していきます。

○復興イベントの開催など様々な機会を通じて、浦安の復興を発信していくとともに、市民を巻き

込んだ観光キャンペーンを展開し、まちの魅力を全国に発信していきます。

○市民主体の文化活動やイベントの開催を積極的に支援します。

○運動公園における陸上競技場や野球場など本格施設の整備や、総合公園多目的広場の整備を進め

るなどスポーツの環境づくりに取り組むとともに、浦安市生涯スポーツ健康都市宣言の趣旨に基

づき、更なる市民スポーツの振興に取り組みます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）産業の活性化 ・地域ブランド品開発とＰＲ

市民

事業者

市

２）地域の資源を

活かした都市観

光の推進

・来訪者への観光情報のネッ

トワーク化の促進

・元町地域の観光ルートの整

備

・携帯端末で市内の店舗情報な

どが得られる無料公衆無線Ｌ

ＡＮシステムの導入促進

市民

事業者

市

４ 多彩な市民文化と産業・観光振興による浦安

の魅力発信

来訪者への観光情報のネットワーク化の

促進

元町地域の観光ルートの整備

地域ブランド品開発とＰＲ

無料公衆無線ＬＡＮシス

テムの導入促進
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事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

３）復興の姿や浦

安の魅力の情報

発信

・復興イベントの開催

・市民参加型観光イベントの

実施

・浦安の復興、まちの魅力を

伝えるキャンペーンの実施

・スポーツの振興と発信

市民

事業者

市

４）文化・スポー

ツの振興による

健康づくりの推

進

・市民主体の文化活動・イベ

ントなどの開催支援

・運動公園陸上競技場・野球

場などの本格整備

・総合公園多目的広場球技場

整備

・浦安市生涯スポーツ健康都

市宣言の趣旨に則ったソフ

ト事業の展開

市民

市

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【経済（観光）の活性化】
浦安には多くの観光客が訪れるが、その多数がアーバンリゾートエリアに集中している。浦安は元町地

域や水辺空間など特性ある街並みを有しており、これらを連携させ、観光客を市内で循環させることで、
市内の経済を活性化させることになり、魅力ある浦安につながっていく。
そのため、市民は、
○市内経済の活性化を図るために地元で消費し、市民自身が浦安市内で楽しめるよう、各自の持てる力
を地域のために役立てます。

地域では、
○自治会等で、名所散歩コースづくりや水辺を活かした、浦安の地域資源によるブランドづくりを進
め、浦安の経済活性化をしていきます。また、地域経済の活性化には、若者の力も必要です。働く世
代が安心して暮らせる街とするため、地域が一体となり、子どもの見守り活動や保育など子育て環境
を整えます。

市には、
○環境に配慮した再生可能エネルギーの普及を推進するとともに、市内レンタルサイクルなどの自転車
の活用や路面電車、水上バスなどの新しい交通システムの再検討を進め、観光を通じた元気で魅力あ
る浦安の創生を求める。

各種意識調査より
【グループインタビュー】
○「舞浜ホテル群は、全国への波及が大きいので情報の連携を総合的に行っていきたい」「情報発信が統一
的に行えるとよかった」（舞浜リゾート協議会）

○「災害時に避難するルートは陸路しかない。災害時には海から避難できるようぜひ検討すべき」（舞浜リ
ゾート協議会）

○「皆が元気になるような祭りなどのイベントは中止しないでたくさんやってほしい」（小学生）

復興イベントの開催

市民参加型観光イベントの実施

浦安の復興、まちの魅力を伝えるキャン

ペーンの実施

運動公園などスポ

ーツ施設の整備

市民主体の文化活動などの支援

市民スポーツの振興に向けたソフト事業の

展開
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施策のねらい

液状化の経験を風化させず、今後の災害時や災害に備えた対策に様々なかたちで活かすために、

震災の経験を次世代に伝える取り組みを進めます。

また、本市のまちの歴史や成り立ち、自然環境特性や地盤特性などの知識を学ぶことで、災害

発生時に市民が自ら判断して身を守り、地域が協力して災害に対応できるよう生涯を通じた防

災・環境教育を推進します。

施策の方向性

○震災の脅威と復興への取り組みを後世に継承するため、今回の震災による被災状況や応急活動、

復旧・復興の取り組みを市民・事業者・行政をはじめ、大学や専門家などが協力して検証を進め、

様々な方法で記録・保存し、活用していきます。

○液状化対策技術の検証・検討作業を通して得られた資料や記録を活用して、本市の自然環境特性

や地盤特性などの知識を学べる環境づくりを進めます。

○子どもたちが、自分の身の守り方や、自助・共助の大切さについて学び、生涯にわたって必要な

防災力を取得することができるように、保育園、幼稚園、小中学校と地域が連携して新たな防災

教育に取り組みます。

○市民が、家庭や職場における備蓄や避難行動などの自助や、地域における共助の取り組みを進め

ることができるように、市民大学や出前講座などの生涯学習の場を通じて必要な知識を学べる環

境づくりを進めます。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）震災の経験を

風化させない震

災教訓の継承

・震災の検証・記録の活用

・震災の記憶を伝えるモニュ

メントの整備

市民

事業者

市

２）防災・環境教

育の推進

・保育園、幼稚園、小・中学

校における新たな防災・環

境教育の推進

・うらやす市民大学や出前講

座などにおける防災・環境

教育の推進

市民

市

５ 震災の経験を後世にも伝える防災・環境教育の推進

震災の検証・記録の活用

モニュ

メント

整備

保育園、幼稚園、小中学校における新た

な防災・環境教育の推進

うらやす市民大学や出前講座などにおけ

る防災・環境教育の推進
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各種意識調査より

【市民アンケート調査】

・災害は忘れた頃にやってくる。どんな時も忘れられないため、モニュメントを整備すべき。

・賛否両論あるが、震災の経験が風化しないために、何かモニュメントとして残した方が良い。

【市職員アンケート調査】

○今後、『新たな機能や付加価値をつけた復旧を目指すために重点的に取り組む施策』として、「震災の記

憶を風化させない防災教育、震災アーカイブづくり」に 22％の回答があり、次のような意見提案があっ

た。

・震災の経験・教訓を忘れず、次の災害時に活かすことが必要

・災害発生時に、子ども一人の時も自ら判断して身の安全を守る行動できる防災教育が必要

・園児・児童・生徒と教職員の防災教育が必要

・学校・家庭・地域が連携した防災教育が必要

・幼児と保育士の防災教育が必要

・市民の実践的な防災教育・防災訓練が必要

・震災の教訓を風化させない継続的な取り組みが必要

・震災の検証・記録と継続的な活用・伝承が必要、など

【グループインタビュー】

・地震が起きたときにどこへ行ったらよいかわかる「徒歩帰宅マップ」をつくりたい。（小学生）

・「ここで地震にあったらどのように逃げるか」ということを、いつでも細かくチェックすることが大事。

（小学生）
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施策のねらい

本市では、これまで自治会活動やふるさとづくり推進協議会の活動を通して市民相互の交流や

親睦を図り、地域コミュニティの形成・発展に取り組んできました。こうした地域コミュニティ

を基盤として、今回の震災の経験で得られた人や組織のつながりや地域同士の連携をより一層強

化し、日頃から地域における様々な課題の解決や地域価値の向上を図り、災害時でも地域ごとに

粘り強く自立対応ができるよう、地域における様々な人や組織が行政と協力して取り組むことの

できる地域内自治体制づくりを促進します。

施策の方向性

○災害時にも地域コミュニティで自立した活動が担える地域ごとの体制づくりが図られるよう、地

域圏域（小学校区や中学校区など）における自治会やＰＴＡ、老人クラブ、子ども会、分譲集合

住宅管理組合、支部社会福祉協議会など様々な地域活動団体やＮＰＯなどが、今回の震災の経験

を踏まえて、それぞれ災害時などに果たすべき役割や協力関係を話し合う場や組織をつくるなど、

プラットフォームづくりを促進します。

○自治会をはじめとする地域活動団体の活動情報を地域住民が共有し、様々な地域課題を話し合い、

地域住民が主体的に課題解決に取り組めるような地域内の情報伝達・共有体制や話し合いの場づ

くりを図ります。

○地域における防災リーダーをはじめ、市民が持つ様々な知識・ノウハウを地域活動に活かすこと

のできるよう、地域における人材活用の仕組みの強化を図ります。

○それぞれの地域コミュニティの特性を活かして、日常的な地域課題の解決はもとより災害時にお

いても地域での自立した活動ができるよう、行政との協働のあり方や地域資源の活用などの仕組

みや体制づくりを促進します。

○自治会やＰＴＡ、老人クラブなどの地域活動団体と子育て支援・高齢者の見守り・介護支援を行

うＮＰＯなどによる新たな地域協働事業の試行などにより、市民サービス向上に向けた取り組み

を促進します。

■事業概要

事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

１）様々な地域・

組織との連携に

よる災害時対応

のためのガバナ

ンスの形成準備

・プラットフォームづくりの促

進

市民

市

６ 災害時でも粘り強く対応できる地域内自治体制の整備

プラットフォームづくり

の促進
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事業概要
実施

主体

実施期間

24・25 年度 26～29 年度 30～32 年度

２）日頃からの市

民力の醸成と情

報共有による問

題解決

・地域内の情報共有の体制づ

くり

市民

市

３）日頃から様々

な地域社会との

絆を大切にする

地域間交流の展

開

・地域における人材活用の仕

組みの強化

・行政との協働のあり方や地

域資源の活用などの仕組み

や体制づくりの促進

市民

市

４）地域内協働事

業の促進による

市民サービス向

上の追求

・地域活動団体やＮＰＯなど

による地域協働事業の展開

の試行

市民

市

ふるさと復興市民会議報告書（案）より
【市民参加によるまちづくり】
浦安は、元町、中町、新町のように特色ある地域に分かれていることや、様々な世代によるニーズがあ

り、地域課題が多岐に渡っている。こうした課題に自治会や市民活動団体等が積極的に取り組むことによ
って、市民本位の魅力ある浦安を創生できることになる。

そのため、私たち市民は、
○一人一人がまちづくりに参加するという意識を持ち、自分にできることから始めることが重要である
ことを認識し、積極的に行動します。

地域では、
○自治会等が、世代や分野を超えて意見を交換できるように他団体と連携を図るとともに、協力し合い
まちづくりを進めます。市内の市民活動団体においても自らの活動を活性化させることで、多様化す
る地域の課題解決に寄与していきます。

市には、
○自治会等と協力し合い、更なる協働によるまちづくりを推進していくことを求めます。

【コミュニティの活性化】
私達浦安市民は、震災によって助け合いの機運も高まり、地域コミュニティの重要性を改めて実感し

た。浦安には伝統的な祭（三社祭等）や花火大会がある。そのような機会を通じて、元町・中町・新町が
一体となり、地域のコミュニティを活性化させることが必要である。そして、つながりを深めていくこと
で、困ったときに助け合えるまちづくりができると考える。また、市民祭などのイベントを定期的に行う
ことによって、街中にエンターテイメントが溢れ、若者が多く集い、活気のあるまちにつながっていく。
そのため、私たち市民は、
○地域行事に進んで参加、協力に努め、挨拶によって様々な繋がりをつくります。
地域では、
○自治会等が、異世代間を交流・支援する様々なイベントの企画や開催、また、地域コミュニティ同士
の情報収集・発信を行い、蓄積した経験や力を伝承していきます。

市には、
○自治会等の活動の支援及びその周知への協力を求める。

地域内の情報共有体制

づくり

地域における人材活用の仕組みの強化

行政との協働のあり方や地域資源の活用

などの仕組みや体制づくりの促進

地域協働事業の試行
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Ⅴ．復興計画の推進に向けて

１．復興事業計画と財源

今回の震災により、浦安市においても液状化により甚大な被害を受けた都市基盤施設や公益

施設の復旧、住宅・宅地の再建支援をはじめとする復旧・復興事業には膨大な費用を要します。

そのため、復旧・復興事業費の負担により市の財政が悪化し、市民サービスの低下や次世代へ

の負担増加を招かないようにする必要があります。

既存事業の統廃合などの更なるコスト削減の取り組みにより歳出を抑制するとともに、公共

サービスの受益者負担の適正な見直しや、復興交付金などの国や県の支援の活用と長期にわた

る復旧・復興事業の継続的な財政的支援を要請しながら、中・長期の財政見通しを持って、効

率的・計画的な行財政運営を行い、復旧・復興財源の確保を図ります。

２．国・県・他自治体との連携や国・県への要請

今回の震災は、道路や上下水道などの広域にわたる都市基盤施設への甚大な被害をもたらす

とともに、産業活動の停滞などの社会経済に大きな影響を与えています。液状化により大きな

被害を受けた浦安市では、復旧・復興事業は長期にわたることが確実であり、市の財政も大き

な影響を受けています。

一方、今回の震災では、給水活動や上下水道の応急復旧、物資の提供など、国や県、多くの

自治体から応援をいただき、応急復旧をすることができました。

このようなことから、復興に向けた課題及び将来発生が想定される首都直下地震などの大規

模な災害への備えは、本市だけで対応できるものでなく、国・県・他自治体と連携して取り組

んでいく必要があります。

例えば、本市の特徴的な被害であった液状化への対策や、国や県管理の道路や河川、海岸な

どの本格復旧や将来発生が想定される災害への対応、長期にわたる復旧・復興事業に対する継

続的な支援などについて、国・県に要望を行っていきます。

３．市民・事業者などとの市民協働による復興まちづくりの展開

今回の震災では、市のみによる対応では限界があることが明らかになりました。

復旧・復興をできるだけ速やかにより良い形で進めるため、市や市民、自治会などの地域コ

ミュニティ、事業者、その他の本市に関わる団体といった様々な主体が、知恵と力を結集する

ことが重要です。

また、将来発生が想定される首都直下地震などの大規模な災害に備えるため、特に発災直後

の救援・救助や避難生活など、それぞれの主体が災害対応力を向上させるとともに、今回各所

で行われた相互の連携をこれまで以上に強化していく必要があります。

そのため、これらの主体のそれぞれが自ら果たすべき役割と責任を自覚し、対等な立場で協

力・補完しあい、浦安市市民参加推進条例などの市民参加に係る制度に基づき、市民協働によ

る復興まちづくりを推進します。


